
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
「
二
〇
一
九

年
度
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
」

の
第
一
回
・
第
二
回
を
京
都
府
部
落
解

放
セ
ン
タ
ー
で
、
六
月
一
四
日
・
二
八

日
に
開
催
し
ま
し
た
。

講
演
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。
詳
し

く
は
年
度
末
に
発
行
予
定
の
講
演
録
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

一
定
集
団
の
内
部
構
成
の
問
題
と
い

う
の
は
、
集
団
の
こ
と
を
理
解
す
る
上

で
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

中
世
に
お
け
る
被
差
別
民
の
研
究
で
は

ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。

大
の
原
因
は
史
料
の
限
界
で
、

数
も
少
な
い
上
に
断
片
的
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
史
料
の
読
み
方
を
変
え
て
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

文
明
一
二
年
（
一
四
八
〇
）
の
史
料
に

「
二
郎
・
彦
三
郎
・
下
部
一
人
」
と
三

名
の
河
原
者
の
名
前
が
出
て
く
る
。
こ

れ
ま
で
「
下
部
一
人
」
と
い
う
文
言
は

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
が
、
二
郎
・
彦
三

郎
に
付
き
従
う
下
部
の
一
人
の
河
原
者

が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
こ
に
階
層

差
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
じ
名
前
を
代
々
引
き
継
ぐ

「
襲
名
」
が
被
差
別
民
の
中
で
も
確
認

で
き
る
。
「
散
所
熊
」
と
い
う
名
称
が

九
〇
年
近
く
の
間
、
山
科
家
の
日
記
に

登
場
し
、
東
寺
散
所
「
松
法
師
」
と
い

う
名
称
も
二
〇
〇
年
近
く
の
間
、
幕
府

や
東
寺
関
係
の
史
料
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
何
ら
か
の
権
益
を
受
継

ぐ
た
め
に
名
前
を
襲
名
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

官
吏
の
地
位
を
表
す
「
官
途
名
」
（
守
・

左
衛
門
・
右
衛
門
な
ど
）
は
村
落
に
お
い

て
も
村
人
の
特
権
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、

一
三
世
紀
半
ば
頃
か
ら
被
差
別
民
も

「
散
所

左
衛
門
二
郎
」
な
ど
の
よ
う

に
官
途
名
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

村
落
と
同
様
に
指
導
的
役
割
を
持
っ
た

人
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
。

文
書
の
名
前
の
下
に
書
く
サ
イ
ン
で

あ
る
「
花
押
」
に
つ
い
て
も
被
差
別
民

が
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
初
見
は
一
三
七
八
年
の
東
寺

の
史
料
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
、
清
水
寺
所
蔵
の
観
音

像
（
推
定
）
の
中
か
ら
文
書
四
点
が
発
見

さ
れ
た
。
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
に
一

九
名
の
九
条
河
原
者
が
お
金
を
出
し
合
っ

て
一
族
の
無
事
を
祈
る
た
め
に
観
音
像

を
作
り
寺
に
納
め
た
も
の
で
あ
る
。
文

書
に
は
、
「
五
月
」
「
次
郎
五
郎
」
の

名
前
と
共
に
足
利
様
の
花
押
が
書
か
れ

て
い
る
。
足
利
様
の
花
押
は
当
時
の
武

士
た
ち
が
広
く
用
い
た
形
態
で
あ
る
。

襲
名
を
し
た
り
、
官
途
名
を
名
乗
っ

た
り
、
足
利
様
の
花
押
を
使
用
し
た
り

す
る
者
は
被
差
別
民
の
中
で
も
上
層
の

者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
被
差
別

民
を
集
団
と
し
て
一
律
に
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
内
部
構
造
を
正
確
に
論

ず
る
に
は
、
断
片
的
な
史
料
を
重
ね
合

わ
せ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

現
在
京
都
に
は
約
一
四
〇
箇
所
の
キ

リ
ス
ト
教
教
会
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教

系
の
学
校
・
病
院
な
ど
社
会
福
祉
関
係

の
施
設
も
数
多
く
あ
る
。

京
都
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
わ
り
は
戦

国
時
代
か
ら
始
ま
る
。
一
六
世
紀
半
ば

に
布
教
が
始
ま
り
、
織
田
信
長
が
京
都

で
実
権
を
握
る
と
キ
リ
シ
タ
ン
は
安
定

し
て
布
教
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
一
五

七
九
（
天
正
七
）
年
に
は
都
に
二
〇
〇
か

ら
三
〇
〇
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
。

戦
国
時
代
、
京
都
の
町
は
下
京
と
上

京
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
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第
１
回

中
世
被
差
別
民
の
集
団
を
め

ぐ
っ
て

講
師

川
嶋

將
生
さ
ん

（
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
）

第
２
回

京
都
・
キ
リ
ス
ト
教
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ

―
戦
国
か
ら
現
代
―

講
師

麻
生

将
さ
ん

（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
嘱
託
研
究
員
）



の
た
め
に
町
を
土
壁
や
堀
で
囲
っ
て
い

た
。
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
住
ん
で
い
た

「
だ
い
う
す
町
」
（
だ
い
う
す
は
「
神
」

の
意
）
は
町
中
で
は
な
く
、
町
は
ず
れ

で
あ
る
壁
や
堀
の
外
側
に
位
置
し
て
お

り
、
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
社
会
的
地

位
・
立
場
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
秀
吉
の
キ
リ
シ
タ

ン
迫
害
や
江
戸
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁

制
の
影
響
で
弾
圧
を
受
け
て
キ
リ
シ
タ

ン
は
消
滅
す
る
。
た
だ
、
キ
リ
シ
タ
ン

が
い
な
く
な
っ
た
江
戸
時
代
に
書
か
れ

た
「
地
誌
」
に
は
「
だ
い
う
す
町
」
に

つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
由
来
や
キ
リ

シ
タ
ン
の
記
憶
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
明
治
に
な
り
近
代
京
都
の
キ

リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
同
志
社
と
共
に
始

ま
る
。
人
口
の
増
加
と
共
に
教
会
数
も

増
え
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
市
街

地
が
広
が
る
に
つ
れ
て
教
会
も
郊
外
に

広
が
っ
て
い
く
。

一
九
二
〇
年
代
、
朝
鮮
人
労
働
者
人

口
が
増
加
す
る
中
で
、
在
日
大
韓
教
会

が
設
立
さ
れ
る
。
差
別
と
貧
困
に
苦
し

む
京
都
の
在
日
朝
鮮
人
に
と
っ
て
教
会

は
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
教
育
を

始
め
福
祉
の
重
要
な
場
所
で
も
あ
っ
た
。

社
会
の
多
様
な
人
々
、
と
り
わ
け
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
積
極
的
に
関
わ
り
を
持

ち
寄
り
添
う
と
い
う
特
質
は
、
戦
国
時

代
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
と
い
う
。

は
じ
め
に

朝
治
武
『
水
平
社
論
争
の
群
像
』
（
二

〇
一
八
年
一
一
月
、
解
放
出
版
社
刊
）
は
、

全
国
水
平
社
創
設
（
一
九
二
二
年
三
月
）

か
ら
法
的
消
滅
（
一
九
四
二
年
一
月
）
ま

で
、
約
二
〇
年
に
及
ぶ
水
平
運
動
の
歴

史
を
、
「
論
争
」
史
と
い
う
形
で
叙
述

し
た
意
欲
的
な
著
書
で
あ
る
。
雑
誌

『
部
落
解
放
』
に
同
名
タ
イ
ト
ル
で
連

載
さ
れ
た
二
一
項
目
に
、
新
た
に
五
項

目
と
「
お
わ
り
に
」
を
追
加
し
て
昨
年

上
梓
さ
れ
た
。

全
体
の
構
成
は
、
第
一
期
「
国
際
協

調
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
の
な
か
で
」
、

第
二
期
「
治
安
維
持
法
と
男
子
普
選
の

体
制
の
な
か
で
」
、
第
三
期
「
侵
略
戦

争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
が
進
行
す
る
な
か

で
」
、
第
四
期
「
総
力
戦
体
制
と
フ
ァ

シ
ズ
ム
支
配
の
な
か
で
」
の
四
時
期
に

区
分
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
並
ぶ
。

・
（
第
一
期
）
全
国
水
平
社
創
立
／
徹

底
的
糾
弾
／
東
西
両
本
願
寺
／
国
際
連

帯
／
婦
人
水
平
社
／
少
年
少
女
水
平
社

／
普
通
選
挙
／
遠
島
ス
パ
イ
事
件

・
（
第
二
期
）
ア
ナ
・
ボ
ル
対
立
／
綱

領
改
正
／
無
産
政
党
／
融
和
運
動
／
軍

隊
差
別
／
日
本
水
平
社
／
生
活
擁
護

・
（
第
三
期
）
全
国
水
平
社
解
消
論
／

部
落
委
員
会
活
動
／
高
松
結
婚
差
別
裁

判
／
反
戦
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
／
封
建
的
身

分
制

・
（
第
四
期
）
戦
争
協
力
／
島
崎
藤
村

『
破
戒
』
再
刊
／
部
落
厚
生
皇
民
運
動

／
大
和
報
国
運
動
／
全
国
水
平
社
消
滅

朝
治
氏
は
、
毎
年
の
全
国
水
平
社
大

会
で
の
議
案
討
論
を
中
心
に
、
各
府
県

の
大
会
や
個
人
の
動
向
も
追
い
な
が
ら
、

右
の
項
目
で
何
が
ど
う
議
論
さ
れ
た
の

か
を
丹
念
に
追
い
か
け
る
。
戦
時
下
も

含
め
、
水
平
運
動
に
関
す
る
実
証
的
研

究
を
長
年
追
究
し
多
く
の
著
作
を
出
版

し
て
き
た
朝
治
氏
な
ら
で
は
の
書
物
と

言
え
る
。

こ
の
間
、
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
二
回

通
読
し
て
み
た
が
、
読
後
感
は
率
直
に

言
え
ば
重
い
。
そ
れ
は
、
部
落
民
自
身

の
力
で
差
別
撤
廃
を
勝
ち
取
る
こ
と
を

誓
い
、
様
々
に
活
動
し
て
き
た
全
国
水

平
社
（
以
下
、
全
水
と
も
略
記
）
も
、
日

中
戦
争
以
降
は
「
戦
争
協
力
」
を
謳
い

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
中
に
自
ら
の
存
続

を
位
置
づ
け
、

終
的
に
は
「
自
然
消

滅
」
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の

の
重
さ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

朝
治
氏
自
身
も
、
そ
の
点
に
関
し
て
、

厳
し
い
評
価
と
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

一
九
四
一
年
、
全
水
が

後
の
望
み
と

託
し
た
大
和
報
国
運
動
が
破
綻
し
た
こ

と
に
、
氏
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
た
。

「
全
国
水
平
社
に
と
っ
て
大
和
報
国

運
動
と
は
、
本
来
的
に
自
ら
と
中
央
融

和
事
業
協
会
が
解
消
し
た
う
え
で
合
同

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
衛
新
体
制
運

動
の
帰
結
と
し
て
結
成
さ
れ
た
大
政
翼

賛
会
に
参
加
し
、
国
家
的
規
模
で
部
落

問
題
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
全
国
水
平

社
の
も
く
ろ
み
は
何
ひ
と
つ
実
現
す
る

こ
と
は
な
く
、

終
的
に
は
破
綻
に
帰

結
し
た
。
こ
の
無
惨
な
ま
で
の
破
綻
は
、

全
国
水
平
社
の
中
央
融
和
事
業
協
会
へ

の
甘
い
見
通
し
や
、
政
府
や
大
政
翼
賛

会
へ
の
度
を
過
ぎ
た
期
待
の
裏
返
し
で

あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
帝
国
日
本
の
戦

争
政
策
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
支
配
に
便
乗
し

た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
」
（
三
三
八
頁
、

傍
線
筆
者
）

水
平
運
動
の
歴
史
研
究
は
、
日
本
（
ま

た
世
界
）
に
お
け
る
差
別
撤
廃
、
人
権
伸

張
に
果
た
し
た
積
極
的
な
側
面
と
同
時

に
、
侵
略
戦
争
に
協
力
し
た
負
の
遺
産

も
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、

改
め
て
痛
感
す
る
。
両
者
は
ど
う
関
連

し
て
い
た
の
か
。
筆
者
の
こ
こ
で
の
論

述
も
、
自
ず
と
そ
の
点
に
関
心
が
向
か

う
こ
と
に
な
っ
た
。
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本
の
紹
介

朝
治
武
著

『
水
平
社
論
争
の
群
像
』手

島

一
雄

（
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）



正
直
に
語
れ
ば
、
『
水
平
社
論
争
の

群
像
』
を
論
評
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

各
項
目
の

後
に
記
さ
れ
た
朝
治
氏
の

コ
メ
ン
ト
は
、
先
の
戦
争
協
力
に
関
す

る
も
の
を
除
け
ば
、
多
く
が
「
重
要
な

問
題
を
今
日
に
投
げ
か
け
て
い
る
」
な

ど
の
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
、
ど
う
い
う

問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
か
、
そ
の

内
容
は
具
体
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

読
者
自
身
の
判
断
や
感
想
に
委
ね
る
と

い
う
ス
タ
ン
ス
な
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
蒐
集
で
き
る
限
り
で
、
水
平
運

動
の
論
争
の
歴
史
を
客
観
的
に
紹
介
し
、

読
者
の
問
題
意
識
を
喚
起
し
よ
う
と
し

た
著
作
と
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
ら
の
論

争
を
社
会
情
勢
と
共
に
総
合
的
に
論
評

で
き
る
と
す
れ
ば
、
新
た
な
水
平
運
動

史
の
叙
述
と
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ

は
、
筆
者
に
は
重
荷
な
課
題
で
あ
る
。

言
い
訳
が
ま
し
い
文
章
に
な
っ
た
が
、

こ
こ
で
筆
者
が
記
述
す
る
の
は
、
こ
の

論
争
史
か
ら
私
自
身
が
学
ん
だ
こ
と
、

疑
問
に
感
じ
た
こ
と
な
ど
の
率
直
な
感

想
で
あ
る
。
そ
の
点
を
前
も
っ
て
ご
了

承
願
い
た
い
。

一
、
「
論
争
」
を
通
じ
て
の
運
動
論
の

進
化

い
ま
疑
問
と
書
い
た
が
、
本
書
を
通

読
し
て

も
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
日

中
戦
争
を
機
と
し
た
全
国
水
平
社
の

「
戦
争
協
力
」
へ
の
転
換
が
、
唐
突
な

急
変
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
七
月
の
盧
溝
橋
事
件
を

契
機
と
す
る
日
中
戦
争
の
勃
発
に
あ
た

り
、
近
衛
内
閣
は
八
月
一
五
日
、
宣
戦

布
告
と
言
え
る
声
明
を
発
表
し
、
政
財

界
や
言
論
界
に
対
し
て
「
挙
国
一
致
」

へ
の
協
力
を
要
請
し
た
。
解
放
令
発
布

日
の
八
月
二
八
日
、
こ
れ
ま
で
反
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
姿
勢
を
貫
い
て
き
た
全
水
中

央
委
員
長
の
松
本
治
一
郎
は
、
ラ
ジ
オ

講
演
で
、
部
落
問
題
の
解
決
は
「
旧
身

分
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
相
克
摩
擦
を

解
消
」
し
て
「
国
民
融
和
の
状
態
を
い

か
に
し
て
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
」
と
語
り
、
「
挙
国
一
致
」
に
応

じ
る
回
答
を
示
す
。
九
月
の
松
本
・
朝

田
善
之
助
・
北
原
泰
作
・
松
田
喜
一
ら

に
よ
る
時
局
懇
談
会
で
は
、
「
非
常
時

局
に
対
す
る
認
識
を
正
当
に
把
握
し
、

積
極
的
に
挙
国
一
致
に
参
加
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
の
方
向
が
示
さ
れ
た

（
二
八
六
頁
）
。
翌
一
九
三
八
年
三
月
に
、

全
国
水
平
社
中
央
委
員
会
の
名
で
「
声

明
書
」
が
発
表
さ
れ
、
戦
争
協
力
が
謳

わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

右
の
松
本
ら
の
言
動
は
素
早
い
対
応
と

言
え
る
。

当
時
の
厳
し
い
弾
圧
や
国
内
状
況
か

ら
や
む
な
し
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

こ
の
転
換
が
唐
突
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
、

そ
れ
ま
で
の
ア
ナ
・
ボ
ル
論
争
や
水
平

社
解
消
論
を
め
ぐ
る
論
争
、
そ
の
末
に

提
起
さ
れ
た
部
落
委
員
会
活
動
や
反
フ
ァ

シ
ズ
ム
闘
争
が
、
筆
者
に
は
「
論
争
」

を
通
じ
て
達
成
さ
れ
た
運
動
論
の
進
化

と
読
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
確

認
し
て
み
た
い
。

い
わ
ゆ
る
ア
ナ
・
ボ
ル
論
争
に
明
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
部
落
民
の
「
確
固
不

抜
の
エ
タ
意
識
」
（
全
水
自
由
青
年
連
盟
）

に
基
づ
い
て
糺
弾
闘
争
を
軸
に
運
動
を

行
え
ば
よ
い
と
す
る
ア
ナ
派
と
、
こ
れ

を
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
と
批
判
し
、

む
し
ろ
無
産
者
と
し
て
の
「
明
確
な
る

階
級
意
識
」
に
目
覚
め
労
働
者
・
農
民

と
の
共
闘
を
軸
に
政
治
闘
争
に
進
出
す

べ
き
だ
と
す
る
ボ
ル
派
（
全
水
青
年
同
盟
）

は
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
激
し
く

対
立
し
た
。
両
者
は
、
普
通
選
挙
制
の

活
用
を
め
ぐ
っ
て
は
反
対
と
賛
成
、
自

己
規
定
で
は
広
義
の
「
民
族
」
か
無
産

者
と
し
て
の
「
階
級
」
か
、
ま
た
国
際

連
帯
に
つ
い
て
は
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
の
共
闘
か
階
級
意
識
に
も
と
づ
く
独

立
運
動
の
支
援
か
、
綱
領
改
正
に
反
対

か
賛
成
か
な
ど
、
上
述
し
た
項
目
ご
と

に
悉
く
対
立
し
た
。
朝
治
氏
は
、
全
水

大
会
に
提
出
さ
れ
た
各
議
案
に
誰
が
ど

の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
の
か
、
そ
の

際
の
会
場
内
の
雰
囲
気
も
含
め
て
、
丁

寧
に
紹
介
し
て
い
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
労
農
ロ
シ
ア

の
無
条
件
承
認
の
件
」
（
奈
良
県
小
林
水

平
社
）
を
め
ぐ
っ
て
、
賛
成
・
反
対
の
意

見
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
で
、
山
田
孝

野
次
郎
が
語
っ
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家

を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、
人
間
礼
讃
で
あ
る
」
と
す

る
言
葉
が
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
。
朝
治
氏
は
、

こ
れ
を
「
社
会
主
義
国
家
の
ロ
シ
ア
が

承
認
」
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

「
部
落
民
と
同
じ
く
差
別
さ
れ
た
境
遇

に
あ
る
民
族
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ロ

シ
ア
国
家
を
樹
立
し
た
」
と
い
う
理
解

に
も
と
づ
く
共
感
で
あ
っ
た
と
記
述
す

る
（
六
二
頁
）
。
水
平
社
同
人
の
大
衆
的

な
共
通
感
情
が
読
み
取
れ
て
興
味
深
い
。

ま
た
、
一
九
二
五
年
九
月
、
ボ
ル
派

の
全
水
青
年
同
盟
が
全
水
無
産
者
同
盟

に
改
組
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
創

立
宣
言
が
「
部
落
内
部
に
お
け
る
階
級

闘
争
を
激
成
し
、
現
在
の
水
平
運
動
を

終
え
て
、
無
産
部
落
民
の
解
放
運
動
を

一
般
無
産
者
の
階
級
闘
争
に
合
流
」
さ

せ
る
と
語
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
朝
治

氏
は
「
全
国
水
平
社
か
ら
保
守
派
や
ア

ナ
系
を
放
逐
し
て
共
産
主
義
化
を
図
り
、

（
中
略
）
部
落
内
部
に
無
用
な
混
乱
と

対
立
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
厳

し
く
非
難
す
る
（
一
二
七
頁
）
。
水
平
運

動
の
広
範
な
「
統
一
と
団
結
」
を
重
視

す
る
、
朝
治
氏
の
視
覚
が
表
さ
れ
た
部

分
で
あ
る
。

一
方
で
、
「
階
級
性
」
の
重
視
が
、

ボ
ル
派
の
み
の
主
張
で
は
な
い
こ
と
を

朝
治
氏
は
押
さ
え
て
い
る
。
男
子
普
通

選
挙
法
が
議
会
を
通
過
し
た
後
、
全
国

的
な
無
産
政
党
結
成
の
準
備
が
進
め
ら

れ
、
全
水
青
年
同
盟
は
「
無
産
階
級
一

般
」
と
し
て
そ
の
動
き
に
関
わ
っ
て
い

く
が
、
奈
良
県
水
平
社
や
全
水
九
州
連

合
会
は
、
「
糾
弾
権
の
承
認
」
な
ど
水

平
社
独
自
の
要
求
を
組
み
入
れ
る
形
で
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無
産
政
党
結
成
に
協
力
し
て
い
こ
う
と

す
る
。
こ
れ
に
多
く
の
府
県
水
平
社
が

同
意
す
る
形
で
一
九
二
六
年
一
〇
月
、

全
国
水
平
社
労
働
農
民
党
支
持
連
盟
が

結
成
さ
れ
た
。
労
働
農
民
党
に
は
、
ボ

ル
派
の
全
水
無
産
者
同
盟
と
し
て
で
は

な
く
、
阪
本
ら
が
軸
と
な
っ
て
結
成
し

た
全
水
労
働
農
民
党
支
持
連
盟
と
し
て

加
盟
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
水
と
し

て
は
個
人
加
盟
だ
が
、
朝
治
氏
は
「
実

質
的
に
は
全
国
水
平
社
の
組
織
的
な
労

働
農
民
党
へ
の
加
盟
と
も
い
え
る
」
と

評
し
て
い
る
（
一
五
九
頁
）
。
こ
う
し
た

経
過
は
、
「
階
級
性
」
の
重
視
が
ボ
ル

派
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
広
い
リ
ー
ダ
ー

層
に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
明
治
以
降
、
部
落
大
衆
の
多

く
が
貧
困
に
あ
え
い
で
い
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
十
分
に
頷
け
る
動
向
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
い
経
済

的
劣
位
に
追
い
や
ら
れ
た
被
差
別
部
落

が
、
近
代
天
皇
制
の
成
立
と
と
も
に
再

編
さ
れ
た
身
分
的
階
層
秩
序
や
血
統
観

念
の
も
と
、
「
異
様
な
」
社
会
集
団
の

眼
差
し
で
見
ら
れ
た
こ
と
（
三
五
四
頁
）

を
考
え
れ
ば
、
ア
ナ
派
の
重
視
す
る

〝
生
ま
れ
〟
の
観
点
も
、
ボ
ル
派
が
強

調
す
る
〝
階
級
〟
の
視
点
も
、
共
に
重

要
な
問
題
提
起
を
含
ん
だ
も
の
と
言
え

る
の
で
あ
ろ
う
。
朝
治
氏
が
丁
寧
に
紹

介
し
た
「
論
争
」
の
歴
史
は
、
こ
の
二

つ
を
ど
う
関
連
づ
け
て
闘
う
の
か
、
と

い
う
苦
闘
の
歴
史
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

そ
の
点
で
、
一
九
二
八
年
七
月
の
府

県
代
表
者
会
議
で
奈
良
県
水
平
社
が
提

出
し
可
決
さ
れ
た
「
運
動
方
針
に
つ
い

て
」
は
、
両
派
の
極
端
な
議
論
を
批
判

す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
積
極
面

を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
新
た
な
運
動

論
、
論
争
の
到
達
点
と
呼
べ
る
よ
う
に

筆
者
に
は
読
め
た
。
説
明
に
立
っ
た
阪

本
清
一
郎
は
、
ボ
ル
派
・
ア
ナ
派
の
各
々

に
つ
い
て
、
「
華
や
か
な
理
論
闘
争
に

憧
れ
、
た
だ
全
体
性
に
の
み
飛
躍
し
て

部
落
民
の
特
殊
的
部
分
性
を
ま
っ
た
く

忘
却
す
る
公
式
全
面
論
と
、
こ
れ
に
反

し
て
特
殊
的
部
分
性
に
の
み
固
く
閉
じ

こ
も
っ
て
、
さ
ら
に
全
体
性
へ
の
発
展

を
怠
っ
て
階
級
性
を
忘
れ
る
一
面
論
と

の
対
立
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
（
一
三
一

頁
）
。
資
料
原
文
に
よ
れ
ば
、
阪
本
は
、

資
本
主
義
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
部

落
差
別
が
執
拗
に
保
有
さ
れ
て
い
る
の

は
、
「
現
代
資
本
主
義
が
な
お
多
量
に

封
建
的
要
素
を
保
っ
て
い
る
か
ら
」
で

あ
る
と
し
、
「
差
別
観
念
の
根
本
は
そ

の
社
会
組
織
に
根
拠
す
る
」
と
語
る
。

こ
こ
で
の
社
会
組
織
と
は
地
主
制
度
や

家
制
度
な
ど
地
域
社
会
を
形
づ
く
る

「
封
建
的
要
素
」
を
も
含
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
「
社
会

組
織
」
の
問
題
を
重
視
し
た
ボ
ル
派
の

影
響
も
読
み
取
れ
る
。
阪
本
は
、
糺
弾

闘
争
の
意
義
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、

部
落
差
別
を
残
存
さ
せ
る
権
力
・
社
会

機
構
へ
の
糺
弾
闘
争
を
論
じ
た
。
と
同

時
に
、
部
落
民
は
「
純
然
た
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
」
で
は
な
い
と
し
て
、
部
落
産

業
の
急
激
な
没
落
と
部
落
失
業
者
が

「
ル
ン
ペ
ン
化
」
す
る
現
状
を
説
い
て
、

無
産
政
党
と
の
提
携
の
み
な
ら
ず
、

「
部
落
民
の
生
活
擁
護
」
の
た
め
、

「
徹
底
的
部
落
民
施
設
」
を
要
求
す
る

こ
と
（
国
庫
全
額
負
担
）
を
掲
げ
た
。
こ

れ
ま
で
部
落
改
善
費
の
要
求
は
、
政
府

の
「
欺
瞞
的
懐
柔
政
策
」
に
乗
る
こ
と

だ
と
し
て
躊
躇
（
な
い
し
批
判
）
さ
れ
て

き
た
が
、
差
別
に
対
す
る
正
当
な
「
生

活
権
賠
償
要
求
」
で
あ
る
と
し
て
、
初

め
て
運
動
論
の
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
わ

け
で
あ
る
（
二
一
〇
頁
）
。

さ
ら
に
「
民
族
」
か
「
階
級
」
か
と

い
う
自
己
規
定
を
め
ぐ
っ
て
も
、
先
の

日
本
資
本
主
義
に
固
着
す
る
封
建
遺
制

と
の
関
係
で
、
新
た
に
「
身
分
的
階
級
」

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
た
（
二
七
六
頁
）
。

こ
れ
ら
の
阪
本
の
主
張
は
、
一
九
三
〇

年
の
全
水
第
九
回
大
会
で
も
採
択
さ
れ

定
式
化
し
て
い
く
。

一
九
二
八
年
の
三
・
一
五
事
件
で
ボ

ル
派
が
一
斉
検
挙
さ
れ
た
後
、
本
部
を

担
っ
た
阪
本
や
泉
野
利
喜
蔵
、
ま
た
委

員
長
で
あ
る
松
本
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
る
、
以
上
の
運
動
方
針
を
、
朝
治
氏

は
「
左
翼
社
会
民
主
主
義
の
潮
流
」
と

捉
え
、
「
水
平
運
動
の
理
想
と
現
実
に

と
っ
て
も
っ
と
も
適
合
的
で
あ
っ
た
」

と
評
し
て
い
る
（
三
六
二
頁
）
。
そ
の
評

価
に
筆
者
も
大
き
な
異
論
は
な
い
が
、

こ
の
運
動
方
針
自
体
は
、
ア
ナ
・
ボ
ル

論
争
を
経
て
の
到
達
点
（
運
動
論
の
進
化
）

で
あ
る
と
筆
者
に
は
読
み
取
れ
た
。

世
界
恐
慌
に
端
を
発
す
る
昭
和
恐
慌

が
日
本
社
会
を
未
曾
有
の
不
景
気
に
襲

う
中
で
、
一
九
三
一
年
九
月
に
満
州
事

変
が
勃
発
し
、
軍
部
を
軸
に
し
た
フ
ァ

シ
ズ
ム
運
動
が
台
頭
し
急
速
に
進
行
す

る
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
水
平
社

内
の
共
産
主
義
派
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン

が
作
成
し
た
「
日
本
共
産
党
政
治
テ
ー

ゼ
草
案
」
（
三
一
テ
ー
ゼ
）
に
も
と
づ
き
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
第
一
義
と
し
、

身
分
闘
争
の
主
体
も
「
階
級
的
基
本
組

織
」
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
、

水
平
社
「
解
消
論
」
を
提
起
し
た
。
共

産
党
派
は
侵
略
戦
争
反
対
や
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
社
会
民
主

主
義
者
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
迎
合
す
る

「
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
規
定
し
て
非

難
す
る
よ
う
に
な
る
。

朝
治
氏
の
第
三
期
「
侵
略
戦
争
と
フ
ァ

シ
ズ
ム
化
が
進
行
す
る
な
か
で
」
を
通

読
す
る
と
、
こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
に

お
い
て
な
お
、
全
国
水
平
社
は
、
松
本

や
泉
野
、
朝
倉
重
吉
（
長
野
）
ら
「
左
翼

社
会
民
主
主
義
」
に
属
す
る
人
々
を
中

心
に
先
の
運
動
方
針
を
堅
持
し
、
部
落

委
員
会
活
動
を
軸
に
、
差
別
撤
廃
と
生

活
権
擁
護
の
闘
い
や
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム

統
一
戦
線
の
結
成
に
挑
み
続
け
た
よ
う

に
読
め
る
。
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、

共
産
主
義
派
と
の
激
し
い
論
争
と
対
立

を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
両
者
は
決
別

す
る
こ
と
な
く
、
共
同
戦
線
を
歩
ん
だ

点
で
あ
る
。
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一
九
三
一
年
の
第
一
〇
回
大
会
以
来
、

水
平
社
解
消
派
は
、
階
級
闘
争
の
激
化

し
た
今
日
、
身
分
組
織
で
あ
る
水
平
社

は
「
反
動
的
で
邪
魔
な
組
織
」
（
井
元
麟

之
）
、
水
平
主
義
は
部
落
「
排
外
主
義
」

（
北
原
）
な
ど
と
水
平
運
動
を
痛
烈
に
批

判
し
た
が
、
本
部
を
代
表
す
る
泉
野
は

階
級
的
意
義
を
認
め
つ
つ
水
平
運
動
の

独
自
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
水
平

社
解
消
論
を
支
持
す
る
地
域
は
ご
く
一

部
に
限
ら
れ
、
運
動
が
広
が
ら
な
い
中

で
、
一
九
三
三
年
七
月
、
高
松
結
婚
差

別
裁
判
事
件
が
起
こ
る
。
「
特
殊
部
落

民
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
身
分
を
隠
し

た
」
（
論
告
）
こ
と
が
結
婚
誘
拐
罪
の
要

件
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
あ
ら
た
め
て

「
身
分
」
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
解
消
派
の
誤
り
が
自
明
の
も
の
と

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
全
水
の
中

央
常
任
委
員
会
で
は
、
当
初
「
階
級
的
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
裁
判
絶
対
反
対
！
」
が

闘
争
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
決
ま
り
か
け
て
い

た
が
、
共
産
主
義
派
の
松
田
喜
一
が
、

「
部
落
大
衆
を
糺
弾
闘
争
に
決
起
さ
せ

る
た
め
に
は
、
差
別
裁
判
を
取
り
消
せ
！

と
い
う
部
落
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
べ
き
だ
」
と
発
言

し
た
こ
と
に
、
一
同
が
賛
成
し
た
と
い

う
（
二
四
六
頁
）
。
そ
の
松
田
は
一
九
三

四
年
、
部
落
委
員
会
活
動
と
し
て
取
り

組
ま
れ
た
兵
庫
県
の
赤
穂
松
茸
山
入
会

権
闘
争
に
も
、
積
極
的
に
指
導
に
入
っ

た
（
二
四
〇
頁
）
。
共
産
主
義
派
も
現
実

の
問
題
に
対
処
す
る
中
で
、
変
化
し
た

の
で
は
な
い
か
。

一
九
三
四
年
四
月
の
全
水
第
一
二
回

大
会
で
は
、
「
全
国
水
平
社
解
消
論
は

誤
り
で
あ
っ
た
」
（
闘
争
方
針
大
綱
）
こ

と
が
明
確
に
さ
れ
、
部
落
大
衆
の
日
常

要
求
に
根
ざ
す
部
落
委
員
会
活
動
の
意

義
と
、
地
方
改
善
費
増
額
要
求
闘
争
の

必
要
性
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
同
年

七
月
に
作
成
さ
れ
た
全
水
常
任
中
央
委

員
会
編
の
『
部
落
委
員
会
活
動
に
就
い

て
』
は
、
解
消
派
の
井
元
や
朝
田
と
、

非
解
消
派
の
泉
野
や
米
田
富
ら
が
共
同

で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

高
松
差
別
裁
判
闘
争
の
経
緯
を
見
る

と
、
問
題
を
う
や
む
や
に
済
ま
そ
う
と

す
る
政
府
や
融
和
運
動
と
の
対
決
と
い

う
色
合
い
が
濃
い
。
こ
れ
ら
と
対
決
す

る
中
で
、
水
平
社
の
社
会
民
主
主
義
派

と
共
産
主
義
派
と
の
共
闘
が
進
め
ら
れ

た
よ
う
に
読
め
た
。

こ
の
時
期
、
全
国
水
平
社
は
、
共
産

主
義
派
が
掲
げ
る
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
批

判
を
乗
り
越
え
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一

戦
線
の
結
成
に
向
け
努
力
を
続
け
て
い

た
様
子
が
、
著
書
に
は
様
々
に
記
さ
れ

て
い
る
。
一
九
三
三
年
三
月
の
全
水
第

一
一
回
大
会
で
は
、
「
社
会
フ
ァ
シ
ズ

ム
批
判
よ
り
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
に
重
点

が
置
か
れ
」
、
高
松
差
別
裁
判
闘
争
中

の
八
月
に
は
「
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ
ス
ト

政
府
に
対
す
る
抗
議
」
が
発
表
さ
れ
る

（
二
六
一
頁
）
。
そ
の
前
提
と
な
っ
た
部

落
代
表
者
会
議
の
「
宣
言
」
は
、
ナ
チ

ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
狩
り
」

に
つ
い
て
、
「
や
が
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の

日
本
に
お
い
て
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

残
虐
な
迫
害
が
わ
れ
わ
れ
を
襲
う
日
が

く
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
強
く
感

じ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
論
じ
た
。
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
少
数
民
族
弾
圧
（
圧
殺
）
の
関

連
を
厳
し
く
批
判
す
る
、
水
平
社
ら
し

い
警
鐘
と
言
え
よ
う
。

一
九
三
四
年
一
一
月
、
予
備
役
陸
軍

中
将
の
佐
藤
清
勝
が
記
し
た
差
別
記
事

に
関
し
て
、
全
水
は
軍
隊
に
対
す
る
差

別
糺
弾
闘
争
と
し
て
闘
っ
た
が
、
朝
治

氏
は
、
闘
争
は
「
実
質
的
に
は
反
フ
ァ

シ
ズ
ム
闘
争
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と

す
る
。
一
九
三
五
年
五
月
の
全
水
第
一

三
回
大
会
で
は
「
人
民
的
融
和
」
論
が

提
起
さ
れ
、
「
労
働
者
や
農
民
な
ど
勤

労
諸
階
層
と
の
結
合
に
よ
る
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
闘
争
」
の
意
義
が
説
か
れ
た
。
そ

れ
以
降
の
全
水
大
会
で
は
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
批
判
に
関
す
る
文
言
が
官
憲
に
よ
っ

て
何
度
も
削
除
さ
れ
た
が
、
水
平
社
は

「
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
線
の
統
一
」
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
続
け
た
。
日
中
戦
争
直
前

の
一
九
三
七
年
三
月
、
全
水
第
一
四
回

大
会
で
改
正
さ
れ
た
綱
領
は
、
「
我
等

は
、
集
団
的
闘
争
を
以
て
政
治
的
、
経

済
的
、
文
化
的
全
領
域
に
於
け
る
人
民

的
権
利
と
自
由
を
擁
護
伸
張
し
、
被
圧

迫
部
落
大
衆
の
絶
対
解
放
を
期
す
」
と

謳
う
。
朝
治
氏
も
、
こ
れ
を
「
全
国
水

平
社
が
展
開
し
て
い
た
反
フ
ァ
シ
ズ
ム

闘
争
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
」
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（
二
六
七
頁
）
。

以
上
に
、
ア
ナ
・
ボ
ル
論
争
や
水
平

社
「
解
消
」
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
内
容

と
、
そ
れ
ら
を
契
機
と
し
た
運
動
論
の

展
開
を
、
筆
者
な
り
に
概
括
し
た
。
社

会
民
主
主
義
派
と
共
産
主
義
派
は
激
し

く
対
立
し
な
が
ら
も
、
共
闘
の
線
を
崩

さ
ず
、
自
己
認
識
（
部
落
論
）
や
運
動
論

を
鍛
え
上
げ
て
い
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
、
筆
者
に

は
、
日
中
戦
争
に
よ
る
水
平
社
の
戦
争

協
力
へ
の
〝
転
換
〟
が
唐
突
に
感
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
転
換
の
根
拠
は
何
な

の
か
。
厳
し
い
弾
圧
の
影
響
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
水
平
社
内
部
が
抱
え
る
問

題
に
つ
い
て
も
、
よ
り
鮮
明
に
解
明
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

二
、
国
家
主
義
・
天
皇
主
義
的
平
等
の

根
強
さ

著
書
を
通
読
し
て
感
じ
た
も
う
一
つ

の
大
き
な
印
象
は
、
水
平
運
動
の
歴
史

が
、
同
時
に
、
多
く
の
水
平
運
動
家
の

離
脱
（
脱
落
）
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も

国
家
主
義
の
観
点
か
ら
天
皇
主
義
的
平

等
を
掲
げ
、
保
守
的
な
い
し
右
翼
的
な

融
和
運
動
、
ま
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
へ

と
転
向
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

水
平
社
創
立
の
直
前
、
三
好
伊
平
次

（
内
務
省
嘱
託
の
融
和
運
動
家
）
か
ら
結
成

大
会
を
思
い
留
ま
る
よ
う
説
得
を
受
け
、

一
度
は
こ
れ
に
同
意
し
た
（
二
一
頁
）
と

い
う
初
代
水
平
社
委
員
長
の
南
梅
吉
は
、

遠
島
ス
パ
イ
事
件
（
一
九
二
四
年
）
を
理
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由
に
委
員
長
を
罷
免
さ
れ
た
。
の
ち
南

は
、
一
九
二
七
年
一
月
、
融
和
運
動
家

と
も
提
携
し
、
「
共
産
主
義
者
徹
底
排

撃
」
や
「
徹
底
的
糺
弾
戦
術
は
道
徳
的

説
諭
」
に
変
え
る
べ
き
旨
を
主
張
し
て

日
本
水
平
社
を
結
成
す
る
（
一
九
二
頁
）
。

全
国
水
平
社
は
、
「
支
配
階
級
の
手
先

き
ス
パ
イ
南
一
派
の
純
水
平
運
動
を
警

戒
せ
よ
！
」
と
す
る
決
議
を
上
げ
た
。

水
平
社
創
立
「
宣
言
」
の
執
筆
に
も

携
わ
っ
た
平
野
小
剱
は
、
遠
島
ス
パ
イ

事
件
で
左
派
か
ら
厳
し
く
処
断
さ
れ
た

こ
と
や
、
ボ
ル
派
へ
の
反
感
か
ら
水
平

運
動
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
の

ち
一
九
二
八
年
八
月
に
国
家
主
義
団
体

の
内
外
更
始
倶
楽
部
を
結
成
し
た
。
そ

の
綱
領
は
「
皇
道
ニ
ヨ
ル
新
日
本
ノ
建

設
ヲ
期
ス
」
と
す
る
日
本
主
義
を
掲
げ
、

そ
の
下
で
の
「
被
圧
迫
民
」
の
「
解
放
」

を
謳
い
、
下
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動

を
進
め
て
い
っ
た
（
二
六
三
頁
）
。
平
野

の
影
響
力
が
強
い
関
東
水
平
社
は
、

「
全
国
水
平
社
の
戦
列
か
ら
離
れ
、
独

自
の
国
家
主
義
的
な
水
平
運
動
を
展
開
」

し
た
と
い
う
（
二
六
四
頁
）
。

日
本
共
産
党
に
入
党
（
一
九
二
七
年
秋
）

し
て
い
た
西
光
万
吉
も
、
同
じ
よ
う
な

道
を
歩
む
。
三
・
一
五
事
件
で
検
挙
さ

れ
刑
に
服
し
て
い
た
西
光
は
、
獄
中
で

転
向
上
申
書
を
提
出
し
、
一
九
三
三
年

二
月
に
仮
釈
放
さ
れ
た
。
翌
一
九
三
四

年
三
月
に
は
、
党
是
を
「
光
輝
あ
る
建

国
の
本
義
に
基
き
、
君
民
一
如
搾
取
な

き
新
日
本
の
建
設
を
期
す
」
と
す
る
大

日
本
国
家
社
会
党
に
入
党
し
、
国
家
社

会
主
義
運
動
に
転
身
す
る
。
こ
の
動
き

に
、
か
つ
て
「
新
運
動
方
針
」
を
提
出

し
全
国
水
平
社
の
新
た
な
運
動
論
を
提

起
し
た
阪
本
や
米
田
も
同
調
し
、
三
者

は
同
年
九
月
『
街
頭
新
聞
』
を
創
刊
し

て
、
天
皇
中
心
の
日
本
主
義
的
な
国
家

社
会
主
義
の
宣
伝
に
努
め
る
こ
と
に
な

る
（
二
六
四
頁
）
。
時
期
や
事
情
を
異
に

し
な
が
ら
も
、
南
、
平
野
、
西
光
、
阪

本
、
米
田
と
、
全
国
水
平
社
創
立
メ
ン

バ
ー
の
殆
ど
が
国
家
主
義
運
動
へ
と
転

向
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
創
設
メ
ン
バ
ー

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
朝
治
氏
が
論

じ
る
高
松
差
別
裁
判
闘
争
の
結
末
、
地

元
香
川
県
で
の
現
実
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ

で
も
あ
る
。
全
国
水
平
社
は
判
決
の
取

り
消
し
と
無
罪
を
勝
ち
取
る
た
め
、

「
確
定
判
決
に
は
法
令
違
反
が
あ
る
」

と
し
て
非
常
上
告
を
要
求
し
、
請
願
隊

行
進
を
は
じ
め
大
々
的
に
闘
争
に
取
り

組
ん
だ
。
し
か
し
、
司
法
当
局
は
非
常

上
告
を
認
め
ず
、
検
事
白
水
の
転
任
と

被
告
人
両
名
を
仮
釈
放
す
る
こ
と
で
闘

争
の
終
息
を
図
ろ
う
と
し
た
。
地
元
の

馬
場
部
落
で
の
報
告
演
説
会
で
、
警
察

官
が
負
傷
す
る
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
高
松
警
察
署
は
一
斉
検
挙
を
行
い
水

平
運
動
の
弾
圧
に
乗
り
出
す
。
こ
の
過

程
で
、
馬
場
支
部
は
「
全
国
水
平
社
の

指
導
方
針
は
過
激
で
融
和
は
困
難
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
天
皇
の
良
民
と

な
る
」
と
い
う
声
明
書
を
発
表
し
、
水

平
社
と
絶
縁
し
て
し
ま
う
（
二
五
四
頁
）
。

引
き
続
き
、
香
川
県
警
が
糺
弾
へ
の
厳

重
な
取
り
締
ま
り
方
針
を
出
す
中
、
県

内
の
水
平
社
支
部
は
全
水
を
脱
退
し
、

融
和
団
体
の
設
立
に
向
か
っ
た
と
い
う
。

朝
治
氏
は
、
「
高
松
闘
争
が
現
地
の
香

川
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
結
果
的
に
は

水
平
社
の
壊
滅
と
水
平
運
動
の
終
息
で

あ
っ
た
」
と
、
苦
渋
の
思
い
で
（
筆
者
に

は
そ
う
感
じ
ら
れ
た
）
書
き
記
し
て
い
る
。

先
に
論
じ
た
水
平
運
動
の
進
化
と
い

う
側
面
と
、
他
方
で
の
創
設
メ
ン
バ
ー

ら
の
離
脱
、
あ
る
い
は
闘
争
の
現
場
に

お
け
る
「
水
平
運
動
の
終
息
」
と
い
う

事
実
を
、
私
た
ち
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
の
か
。
い
わ
ゆ
る
社
共
共
闘
に
よ
る

運
動
論
の
進
化
は
、
部
落
大
衆
の
抱
く

素
朴
な
解
放
へ
の
願
い
か
ら
は
乖
離
し

て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
の
か
。

馬
場
部
落
が
水
平
運
動
と
絶
縁
す
る

に
あ
た
っ
て
語
っ
た
、
「
こ
れ
か
ら
は

天
皇
の
良
民
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
は

重
い
。
こ
こ
で
は
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を

掲
げ
権
力
機
構
へ
の
糺
弾
闘
争
も
辞
さ

な
い
水
平
運
動
と
、
そ
れ
を
「
過
激
」

と
語
り
、
「
天
皇
の
良
民
」
と
し
て
興

隆
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
部
落

差
別
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
心
情
が
、

相
対
峙
し
て
い
る
。
朝
治
氏
の
著
書
を

読
む
と
、
後
者
の
思
い
が
水
平
社
同
人

に
も
相
当
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
箇
所
が
あ
る
。

例
え
ば
、
普
通
選
挙
を
め
ぐ
る
対
立

が
全
水
大
会
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
、

平
野
・
西
光
・
泉
野
ら
が
『
大
阪
毎
日

新
聞
』
の
紙
面
（
一
九
二
四
年
二
月
）
で
、

水
平
運
動
は
「
皇
室
中
心
主
義
の
部
落

解
放
運
動
」
だ
と
語
る
場
面
が
あ
る
。

保
守
派
の
南
が
既
成
政
党
と
提
携
し
部

落
改
善
費
を
獲
得
す
る
主
張
を
行
い
、

か
た
や
全
水
青
年
同
盟
が
普
選
を
機
に

政
治
闘
争
に
進
出
す
べ
き
だ
と
論
じ
る

状
況
下
で
、
水
平
運
動
が
政
治
運
動
に

埋
没
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
中
央
委
員

の
三
人
は
、
水
平
運
動
は
、
左
右
い
ず

れ
の
主
義
に
も
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
あ
く
ま
で
も
皇
室
中
心
主
義
の
部
落

解
放
運
動
で
あ
る
」
と
語
る
（
一
〇
一
頁
）
。

同
月
、
関
東
水
平
社
も
「
声
明
書
」
を

発
表
し
、
同
様
に
左
右
の
政
治
主
義
を

批
判
し
た
上
で
、
「
水
平
社
は
純
正
に

し
て
徹
底
し
た
愛
国
的
立
場
か
ら
国
家

の
合
理
的
改
造
に
猛
進
し
、
人
類
相
互

の
闘
争
を
絶
滅
し
て
永
久
に
皇
室
の
隆

運
を
希
望
す
る
光
輝
あ
る
団
体
で
あ
る
」

と
主
張
し
た
（
一
〇
二
頁
）
。
水
平
運
動

の
大
衆
的
基
盤
が
、
「
皇
室
中
心
」
の

平
等
観
に
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
と
見

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

軍
隊
差
別
反
対
の
闘
争
に
つ
い
て
も
、

同
じ
様
に
読
み
取
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

一
九
二
三
年
三
月
の
全
水
第
二
回
大
会

で
、
兵
庫
龍
野
水
平
社
と
三
重
県
水
平

社
か
ら
軍
隊
内
差
別
反
対
に
関
す
る
議

案
が
提
出
さ
れ
、
「
陸
軍
大
臣
に
反
省

を
促
す
件
」
が
議
論
さ
れ
た
際
の
こ
と
。

提
案
者
は
、
「
陸
海
軍
隊
内
で
は
い
ま

な
お
差
別
観
念
が
濃
厚
で
あ
り
、
部
落
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民
が
蔑
視
さ
れ
て
い
る
実
例
は
多
い
。

こ
れ
は
明
治
天
皇
が
発
し
た
五
カ
条
の

御
誓
文
に
反
す
る
も
の
で
、
つ
い
に
は

部
落
民
か
ら
徴
兵
忌
避
者
を
続
出
さ
せ
、

さ
ら
に
徴
兵
制
を
否
定
す
る
者
ま
で
出

て
き
て
い
る
」
と
説
明
し
、
満
場
一
致

の
賛
成
で
可
決
さ
れ
た
と
い
う
（
一
七
五

頁
）
。
天
皇
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ

く
大
国
主
義
を
前
提
と
し
た
議
論
の
よ

う
に
読
め
る
。

福
岡
連
隊
事
件
や
北
原
泰
作
に
よ
る

天
皇
直
訴
事
件
を
経
て
、
一
九
二
七
年

一
二
月
の
全
水
第
六
回
大
会
で
は
、
軍

隊
内
差
別
に
対
し
て
「
差
別
糺
弾
の
自

由
」
を
要
求
す
る
陸
軍
当
局
へ
の
抗
議

文
が
採
択
さ
れ
た
。
「
大
会
で
は
共
産

主
義
派
も
無
政
府
主
義
派
も
、
弾
圧
に

抗
し
な
が
ら
共
同
し
て
軍
隊
差
別
に
対

し
て
闘
う
こ
と
を
決
定
」
し
た
、
と
朝

治
氏
は
記
す
（
一
八
四
頁
）
。
こ
こ
で
の

満
場
一
致
の
背
景
に
、
部
落
大
衆
の
抱

く
天
皇
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
後
押
し

（
〝
天
皇
の
軍
隊
〟
で
差
別
す
る
な
ど
け
し

か
ら
ん
と
い
っ
た
感
情
）
が
あ
っ
た
の
か
、

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北
原
に
よ
る
軍
隊
差
別
反
対
の
天
皇

直
訴
事
件
に
つ
い
て
、
戦
後
、
朝
田
善

之
助
は
著
書
の
中
で
「
若
い
活
動
家
の

間
に
は
、
直
訴
は
天
皇
を
肯
定
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
も
あ
っ

た
」
と
語
っ
て
い
る
（
一
八
四
頁
）
。
朝

田
の
『
差
別
と
闘
い
続
け
て
』
（
一
九
六

九
年
）
を
確
認
す
る
と
、
「
北
原
は
予
期

通
り
軍
法
会
議
で
懲
役
一
年
に
な
っ
た

が
、
「
直
訴
事
件
の
北
原
や
」
と
部
落

の
人
は
み
な
彼
を
英
雄
視
し
た
も
の
だ
」

と
も
記
述
さ
れ
て
い
る
（
同
著
、
六
四
頁
）
。

部
落
大
衆
の
抱
く
〝
天
皇
の
軍
隊
〟
観

を
北
原
が
直
接
代
弁
し
て
く
れ
た
と
捉

え
た
ゆ
え
の
「
英
雄
視
」
で
は
な
い
か
、

と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

日
中
戦
争
後
、
全
国
水
平
社
が
戦
争

協
力
へ
と
転
換
す
る
中
で
、
元
共
産
主

義
派
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
新
生
運
動

や
部
落
厚
生
皇
民
運
動
は
、
天
皇
主
義

的
平
等
に
も
と
づ
く
国
家
主
義
の
全
面

展
開
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
全
国
水

平
社
か
ら
離
脱
し
て
い
た
木
村
京
太
郎

や
中
村
甚
哉
ら
は
大
日
本
青
年
党
に
入

党
し
、
一
九
三
八
年
三
月
、
西
光
と
と

も
に
『
新
生
運
動
』
を
創
刊
し
た
。
同

紙
は
、
日
中
戦
争
は
「
全
ア
ジ
ア
を
欧

米
の
鉄
鎖
か
ら
解
放
」
す
る
「
聖
な
る

使
命
」
を
持
つ
と
捉
え
、
「
国
民
融
和

の
運
動
は
ア
ジ
ア
全
民
族
の
融
合
統
一

運
動
へ
の
飛
躍
的
発
展
」
と
な
る
も
の

だ
と
主
張
し
た
。
そ
う
し
た
全
国
民
的

規
模
の
「
国
民
運
動
」
を
展
開
す
る
た

め
に
は
、
「
部
落
民
意
識
を
捨
て
て
皇

民
意
識
の
も
と
に
日
本
主
義
運
動
を
進

め
る
必
要
」
が
あ
る
と
論
じ
て
、
全
国

水
平
社
の
即
時
解
消
を
求
め
る
（
二
八
九

頁
）
。
同
じ
く
大
日
本
青
年
党
に
属
し
て

い
た
松
田
は
、
同
時
期
の
全
水
中
央
委

員
会
で
、
全
国
水
平
社
の
政
治
的
態
度

と
し
て
「
反
共
産
主
義
か
つ
反
人
民
戦

線
の
精
神
」
を
鮮
明
に
発
表
す
る
必
要

が
あ
る
と
、
「
水
平
運
動
の
大
転
換
」

を
主
張
し
た
（
二
九
〇
頁
）
。
時
代
は
、

左
翼
社
会
民
主
主
義
者
や
自
由
主
義
者

ら
ま
で
が
検
挙
さ
れ
る
状
況
に
突
入
し

て
い
た
。

新
生
運
動
の
主
張
を
引
き
つ
ぐ
形
で
、

朝
田
、
上
田
音
市
、
北
原
、
野
崎
清
二
、

松
田
ら
に
よ
っ
て
、
一
九
四
〇
年
四
月
、

部
落
厚
生
皇
民
運
動
が
開
始
さ
れ
る
（
三

一
五
頁
）
。
北
原
が
「
全
国
水
平
社
の
完

全
解
消
に
む
か
っ
て
邁
進
す
る
」
と
述

べ
た
よ
う
に
、
部
落
民
意
識
に
基
づ
く

解
放
運
動
自
体
が
、
国
家
主
義
に
反
す

る
も
の
と
し
て
敵
視
さ
れ
て
い
く
。
全

国
水
平
社
は
彼
ら
を
除
名
処
分
と
し
た

上
で
、
部
落
解
放
運
動
の
存
続
形
態
を

模
索
し
た
。
近
衛
新
体
制
に
よ
る
大
政

翼
賛
会
の
も
と
で
、
中
央
融
和
事
業
協

会
と
の
結
合
に
よ
る
大
和
報
国
運
動
を

展
開
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
目
論
見
も
「
破
綻
」
に
終
わ
る
こ

と
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
見
た
通
り
で

あ
る
。

お
わ
り
に

第
二
節
を
論
じ
る
中
で
、
水
平
運
動

史
に
は
、
天
皇
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も

と
づ
く
差
別
解
消
へ
の
願
い
が
太
い
線

と
し
て
底
流
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
た
。
従
来
そ
の
思
想
は
、
融
和
運
動

に
特
有
の
も
の
と
見
ら
れ
が
ち
だ
が
、

多
様
な
部
落
大
衆
の
存
在
に
依
拠
す
る
、

大
衆
運
動
と
し
て
の
水
平
運
動
に
も
無

縁
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

第
一
節
で
見
た
水
平
運
動
論
の
進
化

過
程
は
、
こ
の
天
皇
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
ど
う
対
峙
し
て
き
た
の
か
。
朝
治
氏

の
著
書
を
読
む
と
、
全
国
水
平
社
は
、

融
和
運
動
に
対
し
て
、
「
反
動
的
融
和

政
策
・
融
和
運
動
の
排
撃
」
を
謳
い
批

判
し
続
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
批

判
は
、
論
争
と
い
う
よ
り
も
距
離
を
置

い
て
相
手
に
し
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
。
水
平
社
の
創
立
そ
の
も
の
が
、

政
府
や
有
力
者
が
唱
え
る
「
同
情
融
和
」

を
否
定
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
融
和
政
策
・
運
動
に
批
判
的
で
あ
っ

た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
朝
治
氏
の

「
論
争
史
」
に
は
、
政
治
や
政
府
に
対

す
る
水
平
社
同
人
の
不
信
感
が
随
所
に

表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
、
部
落

改
善
費
の
要
求
が
、
本
来
必
要
と
実
感

さ
れ
て
い
な
が
ら
、
正
式
に
掲
げ
ら
れ

る
ま
で
六
年
も
有
し
て
い
る
の
は
驚
き

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
政
府
や
中

央
融
和
事
業
協
会
が
進
め
る
部
落
改
善

政
策
に
後
れ
を
取
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

話
を
戻
そ
う
。
政
府
や
融
和
運
動
に

批
判
的
で
距
離
を
置
い
た
と
は
い
え
、

そ
れ
ら
が
主
張
の
前
面
に
掲
げ
た
天
皇

主
義
的
平
等
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
何

ら
か
の
考
察
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
か
。
部
落
大
衆
の
多
く
が
そ

の
思
想
に
素
朴
な
共
感
を
抱
い
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
「
論
争
史
」
を
読

む
限
り
、
天
皇
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の

も
の
に
対
し
て
論
争
や
論
考
が
加
え
ら

れ
た
形
跡
は
な
い
。
自
明
の
前
提
、
あ

る
い
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
と
見
て
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よ
い
の
か
。

こ
う
し
て
天
皇
主
義
的
平
等
へ
の
考

察
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
明
治
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
大
国
主
義
か
ら
フ
ァ
シ
ズ

ム
思
想
へ
と
変
貌
す
る
中
で
、
水
平
運

動
は
（
運
動
論
の
進
化
を
見
せ
な
が
ら
も
）

一
気
に
全
体
の
思
潮
に
流
さ
れ
て
い
っ

た
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
え
る
。
こ
の

点
に
関
す
る
、
時
々
の
部
落
大
衆
の
生

活
実
態
や
心
情
、
政
府
や
融
和
運
動
の

動
向
、
水
平
運
動
の
展
開
が
、
よ
り
立
体

的
に
解
明
さ
れ
る
必
要
を
感
じ
た
（
補
註
）
。

蛇
足
で
あ
る
が
、
い
ま
日
韓
関
係
は

「
戦
後

悪
の
事
態
」
に
あ
る
と
言
わ

れ
る
。
報
道
を
見
て
い
る
と
、
日
本
国

民
、
韓
国
国
民
両
者
か
ら
の
互
い
に
対

す
る
誹
謗
中
傷
も
聞
こ
え
て
く
る
。
ト

ラ
ン
プ
政
権
が
掲
げ
る
「
米
国
第
一
主

義
」
は
、
様
々
な
国
と
の
軋
轢
を
生
ん

で
い
る
。
そ
こ
で
も
自
国
中
心
主
義
的

な
発
言
が
、
下
か
ら
の
声
に
支
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
側
面
が
見
え
隠
れ
す
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
恐
さ
を
肌
で
感
じ

る
機
会
が
多
く
な
っ
た
。
水
平
運
動
史

の
研
究
は
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
あ
り
方
を
被
差
別
部
落
の
立
場

か
ら
問
い
返
す
、
そ
ん
な
課
題
を
も
担
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

本
書
は
、
戦
前
水
平
運
動
の
実
態
を

「
論
争
史
」
と
い
う
形
で
赤
裸
々
に
表

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
様
々

な
疑
問
や
問
題
意
識
が
湧
い
て
く
る
。

筆
者
の
読
み
方
は
誤
り
か
も
し
れ
な
い

が
、
一
つ
の
読
み
方
、
問
題
提
起
と
し

て
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。
本
書
は
、
部
落
史
や
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
研
究
・
教
育
に
携
わ
る
人
だ
け
で

な
く
、
日
本
社
会
に
興
味
を
持
つ
多
く

の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
書
物
で
あ
る
。

（
補
註
）

筆
者
は
か
つ
て
、
一
九
二
八
年
の
昭

和
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
を
め
ぐ
っ
て
、

中
央
融
和
事
業
協
会
が
中
心
と
な
り
、

「
御
大
礼
記
念
行
事
」
と
し
て
地
域
社

会
で
の
様
々
な
差
別
事
象
を
撤
廃
す
る

国
民
運
動
を
展
開
し
た
事
実
を
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
『
水
平
運
動
と
融
和
運

動
と
の
競
合
－
「
御
大
礼
記
念
・
全
国
融
和

団
体
連
合
大
会
（
一
九
二
八
年
）
の
背
景
－
』
、

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』

第
二
〇
号
、
二
〇
一
五
年
七
月
）
。
こ
の
運

動
を
推
進
し
た
中
心
人
物
の
一
人
、
山

本
正
男
は
、
一
年
間
に
及
ぶ
国
民
運
動

を
通
じ
て
「
幸
い
に
も
顕
現
的
差
別
事

象
が
今
や
殆
ど
地
を
払
ふ
に
至
る
迄
に

（
中
略
）
除
去
さ
れ
ま
し
た
」
と
運
動
の

成
功
を
自
負
し
て
い
た
。
本
書
評
と
の

関
連
で
言
え
ば
、
全
国
水
平
社
が
ア
ナ
・

ボ
ル
論
争
を
終
息
さ
せ
、
新
た
な
運
動

方
針
を
確
立
し
た
時
期
に
当
た
る
。
水

平
運
動
と
融
和
運
動
は
、
部
落
大
衆
の

獲
得
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
競
合
を
演
じ

て
い
た
。
こ
う
し
た
競
合
関
係
は
、
満

州
事
変
以
降
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
が
台

頭
す
る
中
で
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ

る
の
か
、
考
察
し
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。

（
解
放
出
版
社
刊
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
、
三
〇

八
〇
円
）

本
書
の
概
要

本
書
は
人
文
地
理
学
の
研
究
者
で
あ

る
本
岡
拓
哉
さ
ん
（
以
下
、
著
者
）
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
本
で
あ
る
。
本
の
紹
介
に

は
、
「
戦
後
の
住
宅
難
に
お
い
て
生
成

さ
れ
、
都
市
で
生
き
る
人
々
の
軌
跡
が

交
錯
す
る
独
自
の
空
間
と
な
っ
た
バ
ラ
ッ

ク
街
。
都
市
開
発
の
中
、
「
不
法
」
な

存
在
と
さ
れ
、
多
く
が
消
滅
へ
と
至
る
、

そ
の
全
体
像
に
迫
る
新
た
な
戦
後
史
。

人
々
の
暮
ら
し
が
息
づ
い
た
バ
ラ
ッ
ク

街
。
そ
の
空
間
の
消
滅
と
忘
却
の
歴
史

を
す
く
い
と
る
」
と
あ
る
。
本
の
表
紙

に
は
東
京
の
「
バ
ラ
ッ
ク
街
」
、
幼
い

兄
と
妹
が
並
ん
で
い
る
。
六
〇
年
ほ
ど

前
の
写
真
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
著
者
に
問
題
意
識
を
語
っ
て
も

ら
お
う
。
序
論
の
冒
頭
を
引
用
す
る
。

「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
都

市
は
、
空
襲
被
害
に
よ
る
住
宅
焼
失
や

大
量
の
戦
地
か
ら
の
引
揚
者
な
ど
に
よ
っ

て
、
慢
性
的
な
住
宅
不
足
に
陥
っ
て
い

た
。
行
政
に
よ
る
住
宅
供
給
も
遅
れ
、

戦
災
被
害
者
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
は

不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
人
々
は
放
置
さ
れ
て
い

た
ば
か
り
で
は
な
い
。
戦
災
跡
や
建
物

疎
開
跡
、
都
市
計
画
予
定
地
、
ガ
ー
ド

下
や
河
川
敷
な
ど
を
占
拠
／
占
有
し
、

自
ら
の
手
で
あ
る
い
は
協
力
す
る
形
で
、

バ
ラ
ッ
ク
＝
仮
小
屋
を
建
て
、
住
ま
い

や
生
活
の
安
定
を
求
め
た
。
都
市
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
で
こ
う
し
た
バ
ラ
ッ
ク

は
集
団
化
し
、
バ
ラ
ッ
ク
街
と
な
っ
た
。

そ
し
て
か
く
な
る
空
間
は
戦
後
の
あ
る

期
間
に
お
い
て
、
都
市
に
生
き
る
人
々

の
軌
跡
が
交
錯
す
る
場
所
と
な
っ
た
の

で
あ
り
、
「
生
き
ら
れ
た
空
間
」
と
し

て
特
有
の
景
観
を
構
成
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
後
「
不
法
」
な

る
空
間
と
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、

都
市
に
生
き
る
人
々
の
住
ま
う
場
所
で

も
あ
っ
た
、
こ
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の
生
成

と
消
滅
を
辿
る
戦
後
史
で
あ
る
。
」

勿
論
こ
れ
は
東
京
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
。
京
都
で
も
、
神
戸
で
も
、
広
島
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本
の
紹
介

本
岡
拓
哉
著

『
「
不
法
」
な
る
空
間
に
い
き
る

占
拠
と
立
ち
退
き
を
め
ぐ
る
戦
後
都
市
史

』

斎
藤

正
樹

（
ウ
ト
ロ
を
守
る
会
副
代
表
・
日
本
居
住
福
祉
学
会
理
事
）



で
も
ど
こ
で
も
、
「
不
法
」
な
る
空
間

で
戦
後
、
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
り
、
そ

れ
が
続
い
て
い
た
。

本
書
の
目
次
と
、
そ
の
主
な
場
所
を

カ
ッ
コ
で
示
し
た
。

序
論

第
１
章

「
不
法
」
な
る
空
間
の
す
が

た
（
東
京
都
）

第
２
章

「
不
法
」
な
る
空
間
の
消
滅

過
程
（
神
戸
市
）

第
３
章

「
バ
タ
ヤ
街
」
を
問
い
な
お

す
（
東
京
都
）

第
４
章

河
川
敷
居
住
へ
の
行
政
対
応

（
熊
本
市
、
広
島
市
、
静
岡
市
、
横

浜
市
）

第
５
章

立
ち
退
き
を
め
ぐ
る
空
間
の

政
治
（
神
戸
市
）

第
６
章

河
川
敷
に
住
ま
う
人
々
の
連

帯
（
広
島
市
）

第
７
章

集
団
移
住
へ
向
け
た
戦
略
と

戦
術
（
広
島
市
）

結
論
・
あ
と
が
き

１
、
「
東
京
」
文
京
区
、
後
楽
園
の

バ
タ
ヤ

第
１
章
は
、
戦
後
都
市
に
お
い
て

「
不
法
占
拠
」
地
区
は
ど
の
よ
う
に
生

成
さ
れ
、
い
か
な
る
実
態
で
あ
っ
た
の

か
。
著
者
の
問
題
意
識
か
ら
書
き
始
め

る
。
バ
ラ
ッ
ク
街
で
あ
る
仮
小
屋
集
団

地
域
は
「
不
法
占
拠
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
行
政
に
よ
る
撤
去
や
立
ち
退
き
が

頻
繁
に
行
わ
れ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

す
で
に
消
滅
し
た
と
さ
れ
、
お
お
む
ね

研
究
対
象
か
ら
も
外
さ
れ
た
。
ゆ
え
に

先
行
研
究
や
資
料
の
不
足
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
不
法
占
拠
」
地
区
の

実
態
を
総
体
的
に
把
握
で
き
る
貴
重
な

調
査
が
存
在
す
る
。
「
東
京
都
地
区
環

境
調
査
―
都
内
不
良
環
境
地
区
の
現
況
」

（
一
九
五
九
年
）
。
そ
の
中
で
、
東
京
二

三
区
内
で
は
二
四
〇
地
区
の
不
良
環
境

地
区
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
不
法
ま
た

は
不
当
な
土
地
使
用
状
況
（
不
適
切
）
に

あ
る
地
区
」
と
は
、
公
園
や
寺
社
境
内
、

道
路
脇
、
線
路
脇
、
ガ
ー
ド
下
、
河
川

沿
岸
、
土
堤
及
び
水
上
な
ど
の
公
共
的

性
格
を
持
つ
場
所
に
あ
る
居
住
地
区
で

あ
り
、
ま
さ
に
「
不
法
占
拠
」
地
区
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本
書
一
七
頁
の
表

は
便
利
で
あ
る
。
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

「
東
京
都
地
区
環
境
調
査
」
に
、
評

者
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
地
名
が
出

て
く
る
。
「
後
楽
園
」
「
小
石
川
」

「
氷
川
下
」
。
東
京
都
文
京
区
は
「
山

の
手
」
だ
が
、
地
形
的
に
は
武
蔵
野
台

地
の
裾
の
部
分
に
あ
り
、
深
い
谷
が
切

り
込
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
韓
国
の

「
不
法
占
拠
」
地
区
は
山
の
上
に
向
か
っ

て
展
開
さ
れ
、
「
た
る
ト
ン
ネ
（
月
の
街
）
」

と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
日

本
で
は
低
い
土
地
に
貧
民
街
が
あ
る
こ

と
が
多
い
。
こ
の
辺
り
は
戦
前
一
九
二

〇
年
代
末
に
は
、
徳
永
直
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
小
説
「
太
陽
の
な
い
街
」
の
舞
台

と
な
っ
た
。
戦
後
に
で
き
た
地
下
鉄
丸

ノ
内
線
は
地
表
近
く
の
浅
い
部
分
を
走

り
、
谷
に
出
る
と
表
に
顔
を
出
す
。
地

下
鉄
「
後
楽
園
」
駅
は
東
京
ド
ー
ム
の

寄
り
駅
だ
が
高
架
駅
で
あ
る
。
六
〇

年
前
こ
の
駅
を
挟
ん
で
南
北
に
「
バ
タ

ヤ
」
部
落
が
あ
っ
た
。
私
の
記
憶
で
も
、

都
電
「
後
楽
園
」
停
留
所
付
近
の
道
に

は
「
バ
タ
ヤ
」
の
荷
車
が
集
合
し
て
い
た
。

本
は
ま
ず
一
九
五
〇
年
代
の
不
法
占

拠
地
区
の
実
態
に
迫
り
、
不
法
占
拠
地

区
が
い
か
に
生
成
さ
れ
、
消
滅
し
た
か

に
迫
っ
て
い
る
。
こ
の
文
京
区
は
例
外

で
あ
ろ
う
が
不
法
占
拠
地
区
は
多
く
は

交
通
の
不
便
な
所
に
あ
り
、
居
住
環
境

が
劣
悪
で
、
経
済
的
に
貧
困
し
、
社
会

的
に
排
除
さ
れ
た
人
々
が
暮
ら
し
て
い

た
。
し
か
し
、
一
般
社
会
と
全
く
隔
絶
・

孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
周
辺

地
域
と
の
関
係
的
側
面
も
有
し
、
一
定

の
社
会
的
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
そ

れ
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

拠
り
所
、
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
で
も

あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
そ
の

多
く
は
消
滅
し
て
い
る
。

第
３
章
で
は
特
に
、
「
バ
タ
ヤ
街
」

を
取
り
上
げ
る
。
扉
の
写
真
は
「
後
楽

園
バ
タ
ヤ
部
落
」
の
一
角
、
手
を
上
下

に
動
か
す
旧
式
の
手
動
式
ポ
ン
プ
の
井

戸
の
周
り
に
子
ど
も
ら
が
集
ま
っ
て
い

る
。
背
景
の
仮
小
屋
に
は
若
い
女
性
の

姿
が
あ
る
。
ご
く
日
常
の
風
景
な
の
だ

ろ
う
。
広
辞
苑
を
引
く
と
、
「
バ
タ
ヤ
」

と
は
「
ゴ
ミ
箱
や
道
路
上
の
紙
屑
・
ぼ

ろ
・
金
物
な
ど
を
回
収
し
て
生
活
す
る

人
、
屑
拾
い
」
。
い
ま
で
い
う
資
源
回

収
業
と
い
う
こ
と
か
。
バ
タ
ヤ
は
収
集

人
と
仕
切
場
、
仕
切
り
人
に
分
か
れ
る
。

仕
切
屋
は
「
収
集
人
か
ら
再
生
資
源
を

集
荷
す
る
業
」
で
あ
る
。

私
の
記
憶
で
も
、
通
学
路
の
道
す
が

ら
仕
切
り
屋
が
あ
っ
た
。
か
な
り
広
い

区
画
の
土
地
に
金
物
、
ぼ
ろ
、
新
聞
な

ど
が
種
類
ご
と
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
、

大
八
車
や
荷
車
が
出
入
り
し
て
い
た
。

毎
月
、
「
屑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
朝

鮮
訛
り
の
日
に
焼
け
た
お
ば
さ
ん
が
長

い
竿
の
測
り
を
持
っ
て
家
々
に
回
っ
て

き
た
。
縁
側
で
話
す
母
と
は
顔
見
知
り

で
、
「
国
に
は
帰
ら
な
い
の
か
」
、

「
こ
っ
ち
の
方
が
生
活
し
や
す
い
」
。

そ
ん
な
会
話
だ
っ
た
記
憶
が
あ
る
。

後
楽
園
バ
タ
ヤ
部
落
は
こ
う
し
た
人

が
集
ま
っ
た
か
な
り
大
規
模
な
も
の
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一

九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ

ろ
か
ら
、
「
バ
タ
ヤ
」
の
姿
が
見
え
な

く
な
っ
た
。
こ
の
本
を
読
ん
で
思
い
出

し
た
の
だ
が
、
あ
の
頃
は
路
地
に
箱
型

の
ゴ
ミ
箱
が
あ
っ
た
。
セ
メ
ン
ト
製
で

前
面
に
木
製
の
上
下
に
開
け
る
戸
が
あ

り
、
通
常
は

上
部
の
ふ
た
を
開
い
て

ゴ
ミ
を
入
れ
る
。
あ
る
時
期
一
斉
に
街

か
ら
消
え
た
。
ゴ
ミ
入
れ
は
ポ
リ
性
の

丸
い
容
器
に
な
り
、
移
動
さ
せ
て
収
集

車
が
中
身
を
持
っ
て
い
く
。
後
楽
園
駅

の
南
側
バ
タ
ヤ
部
落
は
一
九
五
四
年
に

大
規
模
な
撤
去
が
行
わ
れ
た
。
駅
の
北

側
の
礫
川
公
園
内
の
そ
れ
は
一
九
六
三

年
に
す
べ
て
撤
去
さ
れ
た
と
本
に
あ
る
。
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こ
の
人
た
ち
は
何
処
に
行
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

２
、
「
神
戸
市
」
湊
川
大
橋
集
落
の

立
ち
退
き
離
散

第
２
章
は
、
「
不
法
占
拠
」
の
数
や

規
模
が
、
わ
が
国
で

大
で
あ
っ
た
神

戸
市
を
例
に
都
市
の
「
不
法
」
空
間
と

し
て
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の
消
滅
過
程
、
そ

の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
以
降
、
戦
後
復
興
事
業

が
進
展
し
て
、
神
戸
市
で
も
不
法
占
拠

バ
ラ
ッ
ク
は
市
内
中
心
部
か
ら
周
辺
部

に
徐
々
に
移
り
、
社
会
的
排
除
も
強
化

さ
れ
、
撤
去
活
動
の
正
当
性
が
一
般
社

会
に
浸
透
す
る
。
一
九
六
〇
年
に
な
る

と
本
格
的
な
バ
ラ
ッ
ク
の
撤
去
が
行
わ

れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
全
国
的
な

「
不
法
占
拠
」
の
取
り
締
ま
り
の
強
化

が
あ
る
。
そ
の
結
節
点
と
な
っ
た
の
が
、

不
法
占
拠
を
不
動
産
窃
盗
と
み
な
す

「
不
動
産
侵
奪
罪
」
が
一
九
六
〇
年
に

立
法
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事

実
は
大
き
い
。
こ
の
本
で
は
「
梅
田
村

事
件
」
を
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

一
九
五
二
年
大
阪
駅
の
玄
関
口
、
梅

田
で
バ
ラ
ッ
ク
建
物
一
四
戸
を
地
権
者

側
が
人
夫
四
〇
数
人
を
動
員
し
て
一
時

間
で
建
物
を
破
壊
し
た
事
件
が
起
き
た
。

裁
判
一
審
で
は
、
地
権
者
側
が
建
造
物

毀
損
罪
で
敗
訴
。
だ
が
、
二
審
判
決
で

は
こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
被
告
ら
の

正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
事
件
を
契
機
に
、
「
不
法
占
拠
」

を
刑
法
的
に
取
り
締
ま
る
論
議
が
高
ま

る
。
各
地
の
商
工
会
議
所
や
地
方
行
政
、

法
曹
界
や
警
察
関
係
者
が
中
心
と
な
り
、

「
国
民
（
土
地
所
有
者
）
の
権
利
保
護
の

趣
旨
を
考
慮
し
、
速
や
か
に
法
律
の
明

文
に
よ
る
不
法
占
拠
に
対
す
る
刑
事
罰

と
公
有
物
件
に
対
す
る
強
制
執
行
の
法

制
化
」
を
求
め
る
幅
広
い
世
論
が
形
成

さ
れ
た
。

行
政
の
バ
ラ
ッ
ク
撤
去
は
正
当
化
さ

れ
た
。
だ
が
、
す
べ
て
が
強
制
立
ち
退

き
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に

は
住
民
に
よ
る
自
主
撤
去
に
よ
っ
て
片

付
い
た
。
そ
の
理
由
は
行
政
に
よ
る
移

転
補
償
費
は
自
主
撤
去
の
時
だ
け
支
払

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
統
計
を
見
る
と
、

バ
ラ
ッ
ク
撤
去
の
時
期
は
、
バ
タ
ヤ
業

や
養
豚
業
の
減
少
時
期
と
重
な
る
と
著

者
は
語
っ
て
い
る
。
立
ち
退
い
た
住
民

た
ち
の
行
く
先
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
お
そ
ら
く
は
近
隣
の
居
住
環
境
が

悪
い
低
家
賃
住
宅
だ
ろ
う
。

バ
ラ
ッ
ク
の
姿
が
目
の
前
か
ら
消
え

る
こ
と
で
、
根
本
の
原
因
で
あ
る
貧
困

の
実
態
は
さ
ら
に
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
神
戸
市
は
「
株
式
会
社
神
戸
市
」

と
言
わ
れ
る
、
ま
さ
に
開
発
主
義
国
家

体
制
の
ミ
ニ
版
で
あ
る
。
「
不
法
占
拠
」

問
題
で
も
国
か
ら
先
進
事
例
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

第
５
章
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の

具
体
例
、
神
戸
市
湊
川
大
橋
下
流
の
朝

鮮
人
集
落
で
あ
る
。
こ
の
章
の
扉
に
は

湊
川
大
橋
下
流
の
ド
ブ
川
西
岸
に
面
し

た
「
朝
鮮
人
部
落
」
の
写
真
が
あ
る
。

私
は
ど
こ
か
で
見
た
記
憶
が
あ
る
と
思
っ

た
。
そ
う
、
韓
国
ソ
ウ
ル
「
清
渓
川
」

の
昔
の
写
真
に
そ
っ
く
り
だ
。
い
ま
は

ソ
ウ
ル
市
民
の
有
名
な
散
歩
コ
ー
ス
だ
が
、

も
と
は
「
不
法
占
拠
」
の
連
続
だ
っ
た
。

「
高
架
線
に
そ
っ
て
東
へ
、
ぬ
か
る

み
の
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
や
が
て

バ
ラ
ッ
ク
の
大
群
が
行
く
手
を
ふ
さ
ぐ
。

こ
の
あ
た
り
、
高
架
線
両
側
の
道
路
予

定
地
と
新
湊
川
両
岸
を
う
ず
め
る
数
百

の
バ
ラ
ッ
ク
は
、
空
襲
被
災
者
の
仮
住

居
の
名
残
り
で
は
な
い
。
こ
こ
が
こ
の

よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十

四
、
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
新
湊

川
に
か
か
る
湊
川
大
橋
に
た
つ
と
、
床

を
半
間
か
ら
一
間
も
川
の
上
に
は
み
だ

さ
せ
た
バ
ラ
ッ
ク
が
、
延
々
と
つ
づ
く

壮
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
戸
市

民
は
こ
の
バ
ラ
ッ
ク
街
を
「
大
橋
の
朝

鮮
人
部
落
」
と
呼
ん
で
い
る
。
」
（
「
日

本
残
酷
物
語

現
代
篇
一

引
き
裂
か
れ
た
時

代
」
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
）
。

湊
川
大
橋
を
挟
ん
だ
地
区
は
、

大

三
〇
〇
戸
、
五
〇
〇
世
帯
、
一
五
〇
〇

人
の
バ
ラ
ッ
ク
街
と
あ
る
か
ら
、
相
当

な
広
さ
の
規
模
で
あ
る
。
他
で
住
宅
を

借
り
ら
れ
な
か
っ
た
朝
鮮
人
や
奄
美
出

身
者
ら
が
、
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
て
住
み

着
い
た
。

「
川
ぞ
い
の
通
り
よ
り
も
一
段
ひ
く

い
緑
地
帯
か
ら
高
い
柱
を
た
て
、
空
中

に
う
か
ん
だ
格
好
の
家
の
床
下
に
も
バ

ラ
ッ
ク
が
あ
り
、
そ
れ
が
川
の
上
に
ま

で
は
み
だ
し
て
い
る
。
川
に
満
足
に
水

が
あ
る
の
は
雨
の
あ
と
と
満
潮
の
と
き

だ
け
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
む
き
だ
し

の
河
床
に
ご
み
が
堆
積
し
て
異
臭
を
は

な
っ
て
い
る
。
橋
の
ち
か
く
の
共
同
便

所
を
、
附
近
の
数
十
軒
が
常
用
す
る
有

様
だ
」
（
同
）

こ
の
風
景
も
私
は
ど
こ
か
で
見
覚
え

が
あ
る
。
京
都
市
南
区
東
九
条
の
通
称

「
四
〇
番
地
」
。
堤
防
敷
に
並
ん
だ

「
不
法
占
拠
」
集
落
。
川
の
中
に
は
み

出
し
た
バ
ラ
ッ
ク
の
柱
に
、
上
流
か
ら

流
れ
て
く
る
ご
み
が
引
っ
か
か
り
、
カ

ラ
ス
が
た
む
ろ
し
て
い
た
。

彼
ら
の
生
活
を
脅
か
す

大
の
敵
は

火
事
で
あ
る
。
バ
ラ
ッ
ク
は
瞬
く
間
に

燃
え
上
が
る
。
神
戸
の
こ
こ
で
も
、
繰

り
返
し
大
き
な
火
事
が
あ
っ
た
。
焼
け

出
さ
れ
た
被
災
者
は
神
戸
市
の
山
の
方

に
移
る
か
、
わ
ず
か
な
立
ち
退
き
見
舞

金
で
追
い
出
さ
れ
る
か
で
あ
っ
た
。
焼

け
跡
は
す
ぐ
に
フ
ェ
ン
ス
で
囲
わ
れ
た
。

こ
こ
の
バ
ラ
ッ
ク
居
住
者
た
ち
に
も
連

帯
し
て
運
動
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
行
政
は
個
別
交
渉
を

進
め
、
住
民
運
動
を
頓
挫
さ
せ
た
。
住

民
自
身
の
社
会
構
成
は
多
様
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
行
政
も
十
分
に
把
握
し
て

い
た
。
住
民
は
限
ら
れ
た
移
転
補
償
費

を
貰
っ
て
移
転
先
を
求
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
道
路
河
川
整
備
な
ど
公
共
事

業
の
進
展
に
よ
り
、
湊
川
大
橋
の
「
不

法
占
拠
」
的
な
集
落
は
き
れ
い
に
消
滅

し
た
。

３
、
「
広
島
」
河
川
敷
の
朝
鮮
人
集
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落
ア
ジ
ー
ル

第
６
章
、
第
７
章
で
は
、
太
田
川
放

水
路
（
広
島
市
）
を
舞
台
と
し
た
「
河
川

敷
に
住
ま
う
人
々
の
連
帯
」
が
詳
し
く

書
か
れ
て
い
る
。
河
川
敷
居
住
者
の
消

滅
は
個
別
的
な
自
主
移
住
に
よ
っ
て
バ

ラ
バ
ラ
に
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。
行

政
は
移
転
補
償
を
個
別
に
支
給
す
る
こ

と
で
切
り
崩
し
た
。
一
九
六
四
年
の
新

河
川
法
の
制
定
前
後
か
ら
「
不
法
占
拠
」

対
策
は
河
川
行
政
の
重
要
課
題
と
さ
れ

た
。
し
か
し
、
一
律
に
こ
れ
が
実
施
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
住
宅
地
区
改
良
事

業
が
適
用
さ
れ
、
行
政
が
用
意
し
た
公

的
住
宅
に
集
団
移
住
す
る
ケ
ー
ス
も
見

ら
れ
た
。
そ
の
代
表
が
太
田
川
放
水
路

（
広
島
市
）
で
あ
る
。

人
々
は
団
結
し
て
運
動
し
た
。
行
政

か
ら
の
立
ち
退
き
勧
告
が
強
ま
る
中
、

居
住
者
た
ち
は
連
帯
し
て
、
「
立
ち
退

き
対
策
委
員
会
」
を
組
織
し
た
。
そ
の

背
景
に
は
地
域
社
会
の
特
性
や
歴
史
的

背
景
が
あ
り
、
さ
ら
に
自
主
的
な
リ
ー

ダ
ー
や
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
よ
る
居
住
者

に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
こ
こ
で
は
「
土
地
払
い
下
げ
」

と
い
う
方
法
で
、
集
団
移
住
を
成
し
遂

げ
た
。

通
常
、
行
政
は
「
不
法
」
占
拠
者
に

代
替
え
地
（
移
転
先
）
の
提
供
は
行
わ
な

い
。
今
回
の
場
合
、
県
有
地
の
払
い
下

げ
の
他
、
移
転
補
償
費
の
支
給
、
仮
設

住
宅
の
供
給
、
養
豚
業
の
廃
止
補
償
な

ど
を
行
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
近
隣
の

在
日
朝
鮮
人
集
住
地
域
で
の
同
様
の
補

償
実
績
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
再
度
の
不
法

占
拠
の
防
止
、
そ
し
て
何
よ
り
行
政
の

長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
太
田
川
放
水
路

事
業
の
完
遂
で
あ
っ
た
。

第
4
章
の
扉
の
絵
は
「
夕
凪
の
街

桜
の
国
」
（
こ
う
の
史
代
）
に
描
か
れ
た

漫
画
、
一
九
五
五
年
の
「
原
爆
ス
ラ
ム
」

と
呼
ば
れ
た
河
川
敷
バ
ラ
ッ
ク
街
で
あ

る
。
・
・
・
昭
和
二
〇
年
灼
熱
の
閃
光

か
ら
一
〇
年
、
広
島
市
を
舞
台
に
一
人

の
若
い
女
性
が
靴
を
脱
い
で
片
手
に
持

ち
、
自
宅
に
向
か
っ
て
歩
く
。
行
き
帰

り
は
靴
が
減
る
の
が
も
っ
た
い
な
い
と
、

堤
防
に
つ
く
と
脱
い
で
は
だ
し
に
な
る
。

河
川
敷
バ
ラ
ッ
ク
街
に
は
「
張
り
紙
」

が
そ
こ
こ
こ
に
あ
る
。
「
立
ち
退
き
反

対
」
「
め
し
、
お
で
ん
」
「
か
さ
修
理
」

「
洋
服

仕
立
て
直
し
致
し
ま
す
」
。

付
近
一
帯
の
生
活
の
匂
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
人
々
を
包
む
ア
ジ
ー
ル
と
し
て

の
空
間
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
・
・
・
実

際
に
は
豚
や
ニ
ワ
ト
リ
の
排
泄
物
な
ど

で
、
と
て
も
素
足
で
歩
け
る
と
は
思
え

な
い
の
だ
が
、
そ
こ
は
マ
ン
ガ
表
現
で

あ
る
。

４
、
各
地
の
河
川
敷
集
落
、
結
論

第
４
章
で
は
、
各
地
方
の
河
川
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
白
川
（
熊
本
市
）
、
旧

太
田
川
（
広
島
市
）
、
安
倍
川
（
静
岡
市
）
、

鶴
見
川
（
横
浜
市
）
で
あ
る
。
白
川
は

流
域
で
一
三
地
域
に
分
か
れ
、
世
帯
数

は

大
で
五
八
三
世
帯
。
商
工
業
や
飲

食
店
が
多
か
っ
た
。
旧
太
田
川
は
戦
災

者
や
引
揚
者
の
不
法
占
拠
に
は
じ
ま
っ

た
。
建
設
業
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
安

倍
川
は
廃
品
回
収
業
者
、
古
物
商
が
多

か
っ
た
。
一
九
五
五
年
の
台
風
八
号
で

は
、
八
四
戸
が
流
失
し
て
い
る
。
鶴
見

川
は
港
湾
を
抱
え
日
雇
い
労
働
者
な
ど

が
居
住
。
在
日
外
国
人
が
九
〇
％
を
占

め
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
河
川
整

備
の
本
格
化
と
、
一
九
六
四
年
の
新
河

川
法
の
成
立
な
ど
法
制
度
の
確
立
が
、

河
川
敷
居
住
の
消
滅
に
つ
な
が
っ
た
。

著
者
は
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。
「
本
書
で
は
、
戦
後
都

市
に
お
い
て
人
々
が
生
き
て
い
た
バ
ラ
ッ

ク
街
の
実
態
、
お
よ
び
そ
の
生
成
か
ら

消
滅
ま
で
の
過
程
の
全
体
像
に
つ
い
て
、

主
に
東
京
や
神
戸
、
広
島
と
い
っ
た
都

市
を
事
例
に
、
行
政
文
書
や
関
係
資
料
、

新
聞
記
事
の
検
索
・
整
理
、
さ
ら
に
は

関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
通
じ
て

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
。
改
め
て
の
確

認
で
は
あ
る
が
、
バ
ラ
ッ
ク
街
は
「
不

法
占
拠
」
と
い
っ
た
土
地
の
占
有
形
態

だ
け
で
は
決
し
て
一
枚
岩
的
に
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
貧
困
や
社
会
的
周

縁
に
追
い
や
ら
れ
る
人
々
の
集
住
や
劣

悪
な
住
環
境
と
い
っ
た
共
通
的
な
特
性

を
有
し
な
が
ら
も
、
各
々
の
バ
ラ
ッ
ク

街
の
状
況
や
過
程
は
、
そ
の
時
々
の
都

市
に
お
け
る
空
間
的
社
会
的
位
置
づ
け

の
な
か
で
偶
有
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
バ
ラ
ッ
ク
街
の

多
様
な
関
係
性
や
動
態
性
を
明
ら
か
に

し
て
き
た
」
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的

な
在
り
方
と
し
て
、
「
複
層
的
な
関
係

性
」
「
複
線
的
な
生
成
・
消
滅
過
程
」

「
多
面
的
な
空
間
の
政
治
」
の
三
つ
の

側
面
か
ら
本
書
を
ま
と
め
、
今
後
の
研

究
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。

次
に
、
著
者
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、

評
者
の
視
点
で
さ
ら
に
検
討
を
続
け
よ
う
。

①
「
不
法
」
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー

ド
「
不
法
」
と
は
何
か
。
評
者
で
あ
る

私
は
「
不
法
占
拠
」
と
い
う
言
葉
を
聞

い
た
時
、
即
座
に
聞
き
直
す
こ
と
に
し

て
い
る
。
「
そ
れ
は
何
法
違
反
な
の
か
、

何
時
か
ら
な
の
か
」
と
。

戦
後
の
日
本
は
住
宅
供
給
不
足
の
時

代
だ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年

代
は
特
に
深
刻
で
、
あ
ぶ
れ
た
人
々
は

ガ
ー
ド
下
や
河
川
敷
な
ど
「
所
有
権
が

あ
い
ま
い
な
土
地
」
に
身
を
寄
せ
合
う

し
か
な
か
っ
た
。
統
計
上
、
住
宅
の
需

要
・
供
給
バ
ラ
ン
ス
が
等
し
く
な
る
の

は
一
九
六
九
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
「
不
法
占
拠
」
は
身
勝
手
な

行
為
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
戦
後
、

人
々
は
す
べ
て
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

か
ら
出
発
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
植
民

地
支
配
を
受
け
た
在
日
朝
鮮
人
を
は
じ

め
、
「
満
州
」
な
ど
か
ら
の
引
揚
者
、

戦
争
孤
児
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
的
・

社
会
的
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
「
不
法
占
拠
」
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
張
る
と
、
す
べ
て
が
覆
い
隠
さ
れ

「
平
面
」
化
し
て
し
ま
う
。
ラ
ベ
リ
ン
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グ
に
よ
っ
て
人
々
の
思
考
は
停
止
状
態

に
な
り
、
寛
容
さ
を
失
う
。

不
法
占
拠
を
撲
滅
の
対
象
と
す
る
思

想
の
背
景
に
は
、
土
地
を
商
品
と
み
る

価
値
観
を
基
礎
に
、
行
政
に
よ
る
「
財

産
管
理
」
強
化
を
正
当
化
す
る
姿
勢
と

重
な
る
。
し
か
し
元
来
、
土
地
は
時
代

を
超
え
て
人
間
が
住
む
こ
と
、
生
き
る

こ
と
を
支
え
て
き
た
。
そ
の
社
会
的
機

能
が
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
去
ら
れ
て
い

る
。
地
図
上
に
「
不
法
占
拠
」
と
赤
マ
ー

ク
さ
れ
た
土
地
は
、
管
理
が
事
実
上
放

置
さ
れ
た
条
件
の
悪
い
土
地
で
あ
る
。

河
川
敷
、
ゴ
ミ
捨
て
場
、
公
害
発
生
地

の
近
く
。
そ
こ
は
困
窮
し
た
人
間
に

「
住
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
ま
で
は
言

わ
な
い
、
あ
る
種
あ
い
ま
い
な
「
余
白
」

の
土
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

②
行
政
に
よ
る
公
物
管
理
、
企
業
敷

地
の
場
合
は

一
方
、
行
政
に
よ
る
道
路
や
河
川
な

ど
公
物
管
理
は
、
「
台
帳
主
義
」
に
よ

り
行
わ
れ
る
。
管
理
に
は
機
能
管
理
と

財
産
管
理
が
あ
り
、
「
道
路
台
帳
」

「
河
川
台
帳
」
な
ど
に
「
占
用
」
許
可

が
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
不
法
占
拠
」

は
敵
視
さ
れ
抹
消
・
撲
滅
の
対
象
と
さ

れ
る
。
管
理
者
は
住
民
側
の
権
利
主
張

に
備
え
て
「
不
法
占
拠
一
件
綴
り
」
を

作
る
。
住
民
と
の
交
渉
記
録
は
、
「
時

効
」
取
得
の
主
張
に
対
抗
す
る
た
め
の

重
要
資
料
で
あ
る
。
一
方
、
住
民
側
に

は
全
く
記
録
が
な
い
場
合
が
多
い
。
文

字
に
よ
っ
て
記
録
を
す
る
習
慣
が
な
い
。

そ
の
能
力
差
は
大
き
く
、
住
民
は
個
別

に
切
り
崩
さ
れ
、
目
前
の
解
決
金
で
満

足
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
差
を
埋

め
る
に
は
外
部
の
支
援
者
の
力
し
か
な
い
。

企
業
敷
地
の
場
合
は
企
業
・
住
民
・

行
政
の
三
者
が
関
係
す
る
。
行
政
は

「
民
・
民
の
問
題
」
に
介
入
せ
ず
、
消

極
的
な
姿
勢
を
と
る
。
企
業
と
住
民
に

は
長
い
歴
史
的
な
経
過
が
あ
る
場
合
が

多
い
。
そ
れ
は
植
民
地
支
配
、
軍
事
産

業
時
代
の
歴
史
を
引
き
継
ぎ
、
企
業
の

社
会
的
責
任
も
問
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

社
会
的
問
題
の

良
の
解
決
方
法
は
ド

イ
ツ
の
企
業
の
よ
う
に
、
歴
史
的
責
任
、

戦
後
補
償
を
は
た
す
こ
と
で
あ
る
が
、

日
本
の
企
業
は
未
解
決
の
ま
ま
先
送
り

し
つ
づ
け
て
き
た
。
企
業
も
「
不
法
占

拠
関
係
綴
り
」
を
作
り
、
長
く
保
管
し

て
い
る
。
企
業
財
政
が
逼
迫
す
る
と
、

財
産
処
分
が
課
題
に
上
る
こ
と
に
な
る
。

③
国
際
人
権
法
上
の
「
居
住
の
権
利
」

「
所
有
権
」
と
「
人
間
の
生
活
権
」

が
衝
突
す
る
場
合
、
日
本
国
内
の
法
律

で
は
所
有
権
が
絶
対
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
際
人
権
法
で
は
考
え
方
が
違
う
。
そ

の
国
の
エ
リ
ア
の
中
に
い
る
「
す
べ
て

の
人
」
が
救
済
の
対
象
と
な
る
。
不
法

占
拠
で
あ
れ
、
外
国
籍
で
あ
れ
、
基
本

的
に
平
等
で
あ
る
。
国
際
人
権
法
で
は

（
土
地
の
）
「
不
法
占
拠
」
と
は
言
わ
な

い
。
（
人
々
の
）
「
非
公
式
の
定
住
」
と

よ
ぶ
。
社
会
権
規
約
（
条
約
）
で
は
あ
ら

ゆ
る
人
は
「
強
制
立
ち
退
き
を
受
け
な

い
権
利
を
持
つ
」
と
さ
れ
る
。
国
家

（
政
府
、
裁
判
所
、
国
会
）
に
は
人
権

条
約
上
の
実
施
義
務
が
あ
る
。
万
一
、

例
外
と
し
て
、
強
制
立
ち
退
き
が
実
施

さ
れ
る
場
合
で
も
、
代
替
え
の
土
地
や

住
宅
を
提
供
す
る
な
ど
、
当
該
の
人
が

ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
人
権
保
障
の

実
例
は
世
界
各
国
に
あ
り
、
国
連
を
中

心
に
情
報
の
共
有
が
行
わ
れ
て
い
る
。

日
本
も
条
約
加
盟
国
で
あ
る
。

④
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
土
地

住
宅
地
区
改
良
事
業
に
よ
る
住
宅
提

供
が
行
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
京
都
市

南
区
東
九
条
の
通
称
「
四
〇
番
地
」
と

兵
庫
県
伊
丹
市
中
村
地
区
が
あ
る
。
本

書
で
も
触
れ
ら
れ
た
京
都
府
宇
治
市
伊

勢
田
町
ウ
ト
ロ
地
区
は
強
制
立
ち
退
き

を
克
服
し
、
代
替
え
の
市
営
住
宅
（
四

〇
戸
）
が
建
設
さ
れ
た
。

こ
の
本
は
私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
。
ま
ず
は
、
ア
ジ
ー
ル

と
し
て
の
共
通
空
間
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
。
ウ
ト
ロ
の
場
合
も
共
通
す
る
。

興
味
深
い
の
は
ウ
ト
ロ
住
民
の
土
地
に

対
す
る
認
識
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
と

ま
る
で
「
花
見
の
場
所
取
り
」
で
あ
る
。

囲
っ
た
と
こ
ろ
に
占
有
権
が
発
生
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
だ
か
ら
喧
嘩
も
多
い
し
、
付
き
合

い
も
深
い
。
土
地
の
所
有
権
は
不
明
確

で
問
題
と
さ
れ
ず
、
具
体
的
な
場
所
の

「
占
有
権
」
は
住
民
相
互
の
中
で
自
然

に
決
ま
る
。
力
の
強
い
も
の
が
勝
つ
が
、

相
手
の
存
在
も
認
め
る
「
ウ
ト
ロ
・
ル
ー

ル
」
で
あ
る
。
歴
史
的
に
、
全
体
が
朝

鮮
人
の
戦
後
補
償
の
対
価
と
し
て
意
識

さ
れ
た
土
地
と
い
う
共
通
認
識
が
根
底

に
あ
る
が
、
同
じ
ア
ジ
ー
ル
、
河
川
敷

住
民
の
意
識
と
も
幾
分
重
な
る
だ
ろ
う
。

と
も
に

後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で

あ
る
こ
と
に
間
違
は
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
密
な
関
係
は
在
日
一
世
や
高

齢
者
が
生
き
て
い
る
間
は
強
か
っ
た
が
、

世
代
交
代
に
よ
り
薄
れ
て
き
て
い
る
。

⑤
お
わ
り
に

著
者
は
阪
神
大
震
災
に
遭
遇
し
た
。

そ
の
経
験
が
住
宅
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ

の
関
心
に
結
び
つ
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
の
す
ぐ

近
く
に
「
大
橋
の
朝
鮮
人
部
落
」
が
あ
っ

た
こ
と
の
「
発
見
」
に
つ
な
が
っ
た
。

住
ん
で
い
る
人
を
強
制
的
に
追
い
出
す
、

こ
れ
を
許
容
す
る
社
会
は
大
切
な
何
か

を
失
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
読
者
に

静
か
に
呼
び
か
け
た
本
で
あ
る
。
日
本

社
会
の
埋
も
れ
た
あ
る
歴
史
断
面
を
照

射
し
て
い
る
。
読
み
ご
た
え
の
あ
る
、

い
い
本
だ
。

も
と
お
か
・
た
く
や

一
九
七
九
年
生
ま
れ
。

専
門
は
人
文
地
理
学
。
同
志
社
大
学
助
教
を
経

て
立
正
大
学
特
任
講
師
、
立
正
大
学
嘱
託
職
員
。

（
大
月
書
店
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
三
二
〇
〇

円
＋
税
）
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「同和地区の貧しさ」について考える 終回 「縮小す

る同和地区」について考える 2 島和博

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 36 第3部

ハフリの世界 第13章 合理的な雨乞いをした人―宍粟

郡神戸村 川元祥一

部落史研究報告集 23（八幡浜部落史研究会刊，2019.6）

父の言葉・口癖 川上美智子

人権教育の「要」についての一考察 みさきのはんな

部落の人たちが、日本の歴史に影響を与えたすごいこと

水本正人

和歌山城下の岡嶋「かわた」村の庄屋は、なぜなくなっ

たのか 水本正人

徳永参二が衡平社本部理事へ出した「全国水平社第七回

大会へ来援」願の手紙 水本正人

障害者と四国遍路 1 五藤孝人

部落史で何を教えるか～小学校社会科教科書を参考に～

山下隆章

部落問題研究 229（部落問題研究所刊，2019.6）：2,0

83円

第56回部落問題研究者全国集会報告

全体会

部落問題研究所70年の歩み 東上高志，成澤榮壽／地域

における民主主義の成長と部落問題の解決過程 竹末勤，

岡田雅一，梅本哲世，広川禎秀，梅田修

歴史1分科会 明治初期東京における家畜伝染病と斃獣処

理 ジョン・ポーター

歴史2分科会

1950年代前半の地域社会における「デモクラシー」―東

京都北多摩郡国立町の運動から― 高田雅士／占領期大

都市近郊都市における「デモクラシー」と地域―東京都

八王子市を事例に― 中村元

現状分析・理論分科会

高齢者の人権を守る活動の経験と教訓 矢頭正明／京都

高齢者大学校について 鈴木元

教育分科会

自己実現と道徳教育 得丸浩一／道徳教育と人権として

の教育 森田満夫

思想・文化分科会 「路地」の生みの親・中上健次の

「部落観」を問う 秦重雄

部落問題研究 230（部落問題研究所刊，2019.9）：1,0

58円

まぼろしの八幡菖蒲革を復原する のびしょうじ

生江孝之と融和事業―1920年代の社会教化をめぐって―

荻原園子

精神医療福祉臨床にみる住まいの貧困―ホームレス状態

にある社会的入院者から考える―松本聡子

書評 塚田孝著『大坂 民衆の近世史―老いと病・生業・

下層社会』 海原亮

翻訳 ヴェ・エヌ・ミャーシシェフ著「能力と欲求」 訳・

小野隆信

本願寺史料研究所報 57（本願寺史料研究所刊，2019.

8）

近世の本願寺、その日その日 左右田昌幸

密教学 55（種智院大学密教学会刊，2019.3）

近世の本願寺、その日その日―近世本願寺の別荘をめぐっ

て― 左右田昌幸

むこうにみえるは 15（人権ネットワーク・ウェーブ2

1刊，2019.7）

「特措法」制定から50年を迎えて 2 山田康夫

リベラシオン 174（福岡県人権研究所刊，2019.6）：1,

000円

特集 井元麟之・再考―逝去から三五年

井元麟之逝去三五年を迎えて―“壮大な夢”へと駆けた

血と涙と荊の一生― 西尾紀臣／座談会 井元麟之を語る

吉岡正博・原口孝博・園田久子・原田博治／翻刻資料

講演 部落差別と国民的課題 井元麟之／井元永寿・明治

四二年の「糾弾」について 関儀久

井元麟之資料の断片―仏教系融和運動家・二十二鉄鎧に

ついて― 小正路淑泰

リベラシオン 175（福岡県人権研究所刊，2019.9）：1,

000円

松本治一郎に宛てた礼状を読み解く―高松結婚差別裁判

糾弾闘争と関係して― 朝治武

書評 朝治武著『水平社論争の群像』 内田龍史

小学校での部落史学習の現状と取り組みの方向 5 迫本

幸二

前近代皮革業の構造 3―2000～18年の動向を整理する―

のびしょうじ

図書紹介 馬場周一郎著『2050年 変わる日本 変わる社

会 公務員と人権について考える』 原田博治

民衆史こぼれ話 片隅に生きた人たち 35 「ひえもんと

り」の周辺 2 石瀧豊美

和歌山人権研究所紀要 7（和歌山人権研究所刊，2016.

10）

「無戸籍」の意味するもの―戸籍がなければ生きられな

い社会とは？ 遠藤正敬

史料紹介 部落及び部落民に対する行政実態について―

明治40年代の旧西和佐村役場文書の分析から 小田康徳

和歌山人権研究所紀要 8（和歌山人権研究所刊，2019.

8）：1,000円

西光万吉「和栄運動」研究の展望と課題 小田直寿

一向一揆起源論と現代の部落差別についての一考察 小

笠原正仁

本の紹介 朝治武『水平社論争の群像』 渡辺俊雄

書評 矢野治世美『和歌山の差別と民衆―女性・部落史・

ハンセン病問題』 西川哲矢

2019年10月25日
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地域と人権京都 794（京都地域人権運動連合会刊，20

19.8.1）

『竹田の歴史』 1 中川正照

地域と人権京都 795（京都地域人権運動連合会刊，20

19.8）

竹田の歴史 2 中川正照

地域と人権京都 796（京都地域人権運動連合会刊，20

19.9.1）：150円

『竹田の歴史』3 中川正照

地域と人権京都 797（京都地域人権運動連合会刊，20

19.9.15）：150円

『竹田の歴史』4 中川正照

地域と人権京都 798（京都地域人権運動連合会刊，20

19.10.1）：150円

「きょうと府民だより」「人権口コミ講座20」に掲載さ

れたいわゆる『土地差別問題』についての問題点

『竹田の歴史』5 中川正照

であい 687（全国人権教育研究協議会刊，2019.6）：1

60円

人権文化を拓く 259 ハンセン病家族訴訟の 前線から

～あなたへ～ 竪山勲

であい 688（全国人権教育研究協議会刊，2019.7）：1

60円

手は嘘をつかない 中川洋典

であい 689（全国人権教育研究協議会刊，2019.8）：1

60円

人権文化を拓く 261 SDGsへの理解・取組を再考する―

人権を軸にして 岡島克樹

であい 690（全国人権教育研究協議会刊，2019.9）：1

60円

人権文化を拓く 262 民主主義は子どもから始まる 武田

緑

奈良人権部落解放研究紀要 37（奈良人権部落解放研

究所刊，2019.3）：1,000円

天理教とハンセン病―天理教ハンセン病布教史の素描―

池田士郎

書評 朝治武『水平社論争の群像』を読む―運動史研究

の方法と可能性を考えるために― 井岡康時

中村諦梁―思索と活動― 1 奥本武裕

奈良人権部落解放研究所研究紀要総目次

ヒューマンJournal 229（自由同和会中央本部刊，201

9.6）：500円

部落解放運動40年を振り返って 32 同和事業の終結と影

響 灘本昌久

ヒューマンJournal 230（自由同和会中央本部刊，201

9.9）：500円

部落解放運動40年を振り返って 33 部落差別解消法のこ

となど 灘本昌久

ヒューマンライツ 376（部落解放・人権研究所刊，20

19.7）：500円

特集 バッシング～救済を求められない社会

「全国部落調査」復刻版裁判の原告・支援者に対するバッ

シング 川口泰司／反ヘイトスピーチ裁判とネット上の

バッシング 李信恵／水俣病被害を矮小化すようとする

力―病名変更を求める看板から考える 田尻雅美／自死

遺族に向けられる「差別・偏見」 山口昇

ヒューマンライツ 377（部落解放・人権研究所刊，20

19.8）：500円

特集 障害者の自立生活―相模原障害者殺傷事件から3年

ヒューマンライツ 378（部落解放・人権研究所刊，

2019.9）：500円

特集 「西成差別」はなぜ繰り返されるのか―テレビ番

組『アメトーク！』から考える

報告 韓国慶尚北道での衡平社をはじめとする社会運動

の足跡を訪ねて～第三次韓国踏査報告 上 友永健三

ひょうご部落解放 171（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2018.12）：700円

特集 日帰りで行ける人権・平和展示施設

兵庫県における自主夜間中学について 小原武次郎

人権教育ひょうご第21回総会記念行事パネルディスカッ

ション 若者が向き合う部落問題

本の紹介 飛田雄一著『再論 朝鮮人強制連行』 水野直

樹

部落解放 776（解放出版社刊，2019.7）：1,000円

第45回部落解放文学賞

部落解放 777（解放出版社刊，2019.8）：600円

特集 「アイヌ新法」を問う

本の紹介 佐藤かおり『セクハラ・サバイバル―わたし

は一人じゃなかった』 周藤由美子

私が出会った部落差別と長谷川豊発言 黒部麻子

インドの被差別民との交流 物語を紡ぐ人びと1992～201

8 安田耕一

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 34 第3部

ハフリの世界 第11章 農民が依頼する殺牛馬雨乞（箕

面1） 川元祥一

部落解放 778（解放出版社刊，2019.9）：600円

特集 鳥取ループ裁判が提起するもの

部落差別のない町をめざして 和歌山県「湯浅町部落差

別をなくす条例」制定 中美二，小熊紀史

「同和地区の貧しさ」について考える 6 「縮小する同

和地区」について考える 1 島和博

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 35 第3部

ハフリの世界 第12章 仏教に消された自然神・民間信

仰（箕面2） 川元祥一

部落解放 779（解放出版社刊，2019.10）：600円

特集 外国人教育のいま
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問題を考える 2 小森龍邦／「是旃陀羅」問題について

―部落史の観点から― 阪本仁／仏教額の視点から見た

経典中の差別表現 宮下晴輝／「是旃陀羅」について―

教化の現場から― 片山寛隆／日本仏教における「旃陀

羅」の表現とその意味 東舘紹見／「教化」の現場にお

ける「是旃陀羅」問題 狐野秀存／「是旃陀羅」問題と

親鸞教学 安富信哉／インタビュー 教団の今後の取り組

みについて―片山寛隆氏に聞く―／『観経』における

「是旃陀羅」の位置 鶴見晃／親鸞教学における「是栴

陀羅」 青木玲／近世部落史の研究意義 松尾奏子／「是

旃陀羅」に学ぶ 井上道和

京都市地域・多文化交流ネットワークサロン通信

30（京都市地域・多文化交流ネットワークサロン刊，20

19.7）

第8回東九条春まつりトークショー＜わたしと東九条＞

京都部落問題研究資料センター通信 56（京都部落

問題研究資料センター刊，2019.7）

横井清さんが遺されたもの 川嶋將生

本の紹介 松島泰勝・木村朗編著『大学による盗骨 研究

利用され続ける琉球人・アイヌ人遺骨』 板垣竜太

収集逐次刊行物目次（2019年4月～6月受入）

グローブ 98（世界人権問題研究センター刊，2019.7）

絵図のオープンアクセス化と部落史研究 廣岡浄進

国際人権ひろば 146（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2019.7）：350円

特集 マイノリティと言語

国際人権ひろば 147（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2019.9）：350円

特集 市民社会からG20への提言，SDGs（持続可能な開発

目標）を実践する

人権と部落問題 925（部落問題研究所刊，2019.7）：

600円

特集 「部落差別解消推進法」に係わる条例の検討

文芸の散歩道 二人目の乞食―『駿台雑話』より― 小原

亨

ごった煮人生をふり返って 15 長野県における部落解放

運動の発展 成澤榮壽

人権と部落問題 926（部落問題研究所刊，2019.8）：

600円

特集 いのち輝く平和へ

文芸の散歩道 山里アウグスト―『七人の出稼ぎ』―熱

意はあるが困りものの部落問題認識― 秦重雄

ごった煮人生をふり返って 16 部落解放全国委員会長野

県連をめぐる諸問題 成澤榮壽

人権と部落問題 927（部落問題研究所刊，2019.9）：

600円

特集 高齢期と人権

文芸の散歩道 二人目の乞食―『駿台雑話』より― 小原

亨

人権と部落問題をめぐる主な動き（2018年4月～2019年3

月） 尾川昌法

人権と部落問題 928（部落問題研究所刊，2019.10）：

600円

特集 特別支援学校の子どもたち

文芸の散歩道 天皇退位論―火野葦平『天皇組合』― 福

地秀雄

ごった煮人生をふり返って 17 松本治一郎公職追放前後

成澤榮壽

振興会通信 147（同和教育振興会刊，2019.7）

「『同和地区』における宗教事情調査」報告書を作成

伯水永雄

同朋運動史の窓 53 左右田昌幸

崇仁～ひと・まち・れきし～ 8（崇仁発信実行委員

会刊，2019.11）

特集 あこがれだった改良住宅

月刊スティグマ 276（千葉県人権センター刊，2019.7）：

500円

特集 差別意識とは

「差別問題」と「人権問題」の微妙なずれ 差別は人権

施策の積み重ねによって、本当になくなるのだろうか

鎌田行平／現代の差別意識の変容と人権の今後 鎌田行

平／部落差別発言に対する部落の青年の声 友兼善治

世界人権問題研究センター研究紀要 24（世界人権

問題研究センター刊，2019.7）：2,500円

強制失踪条約における「強制失踪」の定義とその国内犯

罪化義務 薬師寺公夫

朝鮮人学校閉鎖措置以降の私立学校設置認可―京都府の

事例から（1949年～53年） 松下佳弘

高度経済成長期における家事・育児の実態と規範意識・

感情―高度経済成長期に生きた女性たちへのインタビュー

調査から― 斧出節子

「ビジネスと人権に関する指導原則」へのジェンダー視

点の統合―女性差別撤廃条約からの考察―菅原絵美

中世における八瀬童子の職能と存在形態 西山剛

京都の相愛会と朝鮮人労働者―辻紡績を中心に― 高野

昭雄

月刊地域と人権 424（全国地域人権運動総連合刊，20

19.8）

「部落差別解消推進法」をめぐる争点～インターネット

上の差別表現と法的規制～ 杉島幸生

戦後京都の部落の変化と同和対策 奥山峰夫

月刊地域と人権 425（全国地域人権運動総連合刊，20

19.9）

「部落」の「今」はどうなのか 5―地域に住む人々から

の聞き取り（愛知版2018年10月号～2019年7月号掲載分）

丹波真理

2019年10月25日
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2019年10月25日

□所 在 地 〒603-8151 京都市北区小山下総町5-1 京都府部落解放センター３階

□TEL/FAX 075-415-1032

□U R L http://shiryo.suishinkyoukai.jp

□開室日時 月曜日～金曜日 第２・４土曜日 10時～17時（祝日・木曜（月2回）・年末年始は休みます）

□交通機関 市営地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅（京都駅より約10分）下車 北へ徒歩５分

IMADR通信 199（反差別国際運動刊，2019.7）

特集 障害者の権利を考える

ウィングスきょうと 153（京都市男女共同参画推進協

会刊，2019.8）

図書情報室新刊案内

朝日新聞「Dear Girls」取材班著『Dear Girls 自分ら

しく生きていくための28の言葉』／鹿嶋敬著『なぜ働き

続けられない？社会と自分の力学』

解放新聞 2921（解放新聞社刊，2019.9.2）：90円

四国部落史研究協議会の報告 1

解放新聞 2922（解放新聞社刊，2019.9.9）：90円

四国部落史研究協議会の報告 2

解放新聞京都版 1158（解放新聞社京都支局刊，2019.

8.1）：70円

本の紹介 清田明宏著『天井のない監獄 ガザの声を聴け！』

解放新聞東京版 962（解放新聞社東京支局刊，2019.8.

15）：93円

部落差別をなくす教育実践 1 海野敦彦

解放新聞東京版 963（解放新聞社東京支局刊，2019.9.

1）：93円

部落差別をなくす教育実践 2 海野敦彦

解放新聞東京版 964（解放新聞社東京支局刊，2019.9.

15）：93円

部落差別をなくす教育実践 3 海野敦彦

解放新聞奈良県版 1109（解放新聞社奈良支局刊，201

9.8.10）：50円

第61期県連・企連合同幹部研修会 第2講 地域社会のな

かの差別をどのように克服するか 1 井岡康時

解放新聞奈良県版 1110（解放新聞社奈良支局刊，201

9.8.25）：50円

第61期県連・企連合同幹部研修会 第2講 地域社会のな

かの差別をどのように克服するか 2 井岡康時

解放新聞奈良県版 1111（解放新聞社奈良支局刊，201

9.9.10）：50円

第61期県連・企連合同幹部研修会 第2講 地域社会のな

かの差別をどのように克服するか 3 井岡康時

架橋 41（鳥取市人権情報センター刊，2019.8）

特集 子どもの虐待の問題を考える

みんなの架橋～架橋でめぐる全国の人権機関～ ホロコー

スト記念館（人権平和を学ぶセンター） 大塚信

語る・かたる・トーク 292（横浜国際人権センター刊，

2019.6）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う お

わりのときを迎えて 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 293（横浜国際人権センター刊，

2019.7）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う 支

え合い助け合う文化 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 294（横浜国際人権センター刊，

2019.8）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「誰かが見てくれている」 吉成タダシ

語る・かたる・トーク 295（横浜国際人権センター刊，

2019.9）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「日常的な発表を人権学習に」 吉成タダシ

かわとはきもの 188（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2019.6）

靴の歴史散歩 133 稲川實

皮革関連統計資料

教化研究 164（真宗大谷派宗務所刊，2019.6）：1,500

円

特集 『観無量寿経』「是旃陀羅」問題

「是旃陀羅」問題を考える 1 岡田英治／「是旃陀羅」

収集逐次刊行物目次（2019年7月～9月受入）

～各逐次刊行物の目次の中から部落問題関係のものを中心にピックアップしました～

事務局よりお知らせ

◇「2019年度差別の歴史を考える連続講座」は5回まで無事に終了いたしました。第6回は、11月1日（金）
「日本国憲法制定期の新聞論説（1945～1947年）」（講師：梶居佳広さん）です。ふるってご参加くだ
さい。


